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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２６年第３回美幌町議会定例会第２日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、６番松浦和浩さん、８番岡本美

代子さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君）〔登壇〕 諸般の

報告を申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については省略させていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 おはよう

ございます。

私は、今回２項目３点について質問させて

いただきます。

まず、教育行政のほうから説明させていた

だきます。教育行政につきましては、一つ目

に小・中学校間の人事交流について。

小・中学校間の人事交流については、既に

取り組まれていると考えているところです

が、交流によっての教職員の指導力向上を促

し、義務教育９年間での子供を育成するとい

う意識改革につながるだけでなく、学習指導

や生徒指導面でも有効な施策ではないかと考

えているところです。人事交流についての考

え方、今後の新たな取り組みについてお示し

いただきたいと思います。

二つ目、慢性疲労症候群にならない対策に

ついてです。

慢性疲労症候群について、近年、教員の多

忙化が問題となっています。授業の準備に加

えて生徒指導、困難な保護者への対応、丁寧

に行おうと考えれば考えるほど時間が足りな

い。勢い、サービス残業や持ち帰り仕事がふ

えていることになっています。拍車のかかる

多忙化は確実に教員の健康をむしばんでいま

す。

文部科学省の調査によりますと、公立学校

に在籍する教員の病気休職者数は８,３４１

人と在籍者全体の０.９％を占めています。

その中にあって注目を集めているのが慢性疲

労症候群です。発症させないためにも現状を

把握し、今後の取り組みも必要ではないで

しょうか。考え方をお示しいただきたいと思

います。

二つ目の２項目めのふるさと祭りについて

です。出店数の増加対策についてということ

で質問させていただきます。

３日間のふるさと祭りは初日から雨に打た

れましたが、たくさんの人でにぎわい、大盛

況に終わりました。特に、準備にかかってこ

られた方々は前後含めての１週間、大変御苦

労さまでした。

この町民手づくりで始まったふるさと祭り

も２３年間継続できていることはすばらしい

ことです。ただ、残念なことに出店数が年々

減少してきています。
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昨年の９月にも同じ質問をさせていただき

ましたが、このまま減少していくと継続が困

難になるのではないかと危惧しているところ

です。

町民の方々も口々に「お店が少なくなって

寂しくなってきているね」と言われていま

す。出店者を対象にアンケートをとられてい

るようですが、出店者の声だけでなく、広く

声を聞く必要があると思われますが、今後の

取り組みについての考え方をお示しいただき

たいと思います。

以上、説明させていただきましたので、御

答弁よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

御質問にお答えをいたしたいと思います。教

育行政については、後ほど教育委員会のほう

から答弁をさせていただきたいと思います。

初めに、美幌ふるさと祭りについて、出店

数の増加対策についてでありますが、美幌ふ

るさと祭りは暴力団の関係する出店を排除

し、町民参加による手づくりの出店、青少年

の健全育成及び町民の安全を促進するため

に、出店者や実行委員会、さらに関係機関や

多くの団体の皆様と一体になり、本年までさ

まざまな御苦労や課題を乗り越え、事件や事

故もなく開催、継続されているところであり

ます。

第２３回美幌ふるさと祭りは３日間で約７

万５,０００人が来場され、盛況な中で無事

開催されました。来場者数は少子化のため子

供の数も影響して、毎年減少している状況で

あります。

御質問にありますように、実行委員会では

出店数の減少に対する今後の取り組みの一つ

として出店者を対象にアンケートを実施しま

したが、これは実行委員会でも出店数や来場

者数の減少状況をこのまま看過できないと受

けとめ、改善すべき御意見や新たな提案など

の声を今後の開催に向けて生かすためのもの

であります。

出店数をふやすためにも、町内出店の掘り

起こしがどのようにできるかを含め、実行委

員会にしっかりと伝え、来年の美幌ふるさと

祭りが出店する方も来場される方も一緒によ

ろこんでもらえるように努めてまいりたいと

存じます。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議員

の御質問に答弁いたします。

教育行政について、小・中学校間の人事交

流ですが、教職員の人事異動につきまして

は、オホーツク教育局管内、公立小中学校教

職員人事異動実施要綱に基づき実施されてお

りますが、小中学校間の人事異動について

は、必ずしも人事交流が図られている状況で

はありません。

御質問の小中連携、一貫教育を推進し、義

務教育９年間で子供を育成するという観点か

ら考えると、有効なことかと思われますが、

現状では各教員が所有している教員免許や教

科ごとの定数管理の面から難しいと考えられ

ます。

教員免許制度のあり方が小中一貫教育を阻

む要因として上げられる中、免許制度の見直

しを要望していくことは大切なことでありま

すが、当面はオホーツク教育局管内公立小中

学校教職員人事異動実施要項に基づき、教育

の水準の向上と適正な学校運営のため、引き

続き意欲ある教職員を美幌町の小中学校へ異

動させるべく努力してまいります。

次に、慢性疲労症候群にならない対策につ

いてでありますが、教職員の健康の保持増進

は、教職員個人の健康管理上の問題にとどま

らず、教育活動を円滑に実施していく上で重

要なことであります。

慢性疲労を起こさせないためには、時間外

勤務の縮減が大切であり、その取り組みとし

ては会議や打ち合わせの効率化を図る、年２

回以上の時間外勤務等縮減強化月間を設定す

る、月２回以上の定時退勤日を設ける。

中学校にあっては、部活動休止日の設定や
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顧問の複数化を図るなど、具体的に重点事項

を設定しながら取り組んでおります。

あわせて、日常的な取り組みとしてメンタ

ルヘルス関係の資料配付や良好な職場環境の

整備、相談しやすい雰囲気の醸成や養護教諭

との連携、養護教諭からの専門的な情報提供

などの取り組みを行っております。

教職員が心身ともに健康で教育活動に従事

していくためには、管理職を中心に学校全体

で教職員の健康管理や勤務時間の管理に対す

る意識を高めていくことが大切であると考え

ます。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） まず、最初の小・

中学校間の人事交流についてから再度質問さ

せていただきたいと思います。

今、教育長が御答弁いただきましたよう

に、美幌の教育委員会としては２１世紀をた

くましく生きる子供たちを育てるためにとの

目標を持ちながら取り組まれていると感じて

いるところです。

私も日ごろよりいじめ、それから不登校、

児童生徒の増加や学級崩壊、あるいは子供の

理科離れ、学力の低下など、最近の学校を取

り巻く問題は大変憂慮しているところでもあ

ります。

豊かな心を持ち、たくましく生きていくこ

とのできる子供たちを育てていくためには、

地域や学校の役割は極めて大切なことではあ

りますけれども、それとともに子供たちが１

日の多くの時間を占めている学校教育におい

ては創意工夫を凝らし、新たな方策を行うこ

とが必要ではないかと考えているところでご

ざいます。

私は、そのための方法の一つとして、方策

の一つとして小学校教員と中学校の教員の人

事交流をこれまで以上に積極的に行う必要で

はないかなというふうに考えているところで

す。

先ほどの答弁では、学校間の教職員の持っ

ている教員免許によってなかなか難しいとい

う状況がありましたけれども、やはりこの交

流することによって、積極的に交流すること

によって教員の校種間の理解が深まるととも

に、視野も広まるし、資質向上にもつながる

と考えているところです。

特に、小学校高学年の児童は中学校への進

学を間近に控えた大切な時期でもあります

し、さまざまな特性を持つ教員から指導が受

けられることで、学校生活に適用していくた

めに大変、大切なことではないかなというふ

うに考えているところです。

確かに、これまでは教員免許上の制約もあ

りまして、中学校の教員が小学校で教えられ

ることのできる教科は音楽、図工、体育、家

庭の四つに限られていましたけれども、平成

１４年７月というふうに私の調べたところで

はそういうことだったのですが、教育長のほ

うはもっと詳しく御存じかと思いますけれど

も、全ての教科について、小学校の全ての教

科について中学校の教員が指導できるよう、

教育職員免許法が改正されたというふうに

伺っております。

また、近年の新採用職員の中には小・中学

校両方の免許を持っているものが増加する傾

向が見られるようになっているとも言われい

ます。

そういうことを考えると小・中学校間の人

事交流を行いやすい環境が整いつつあるよう

に考えているところでございます。

市町村教育委員会との緊密な連携を図りな

がら、小・中学校間の人事交流を積極的に進

めてこられるように検討していくことができ

るかどうか、お考えがあればお聞かせいただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、御質問の中で

小学校と中学校の交流、人事交流という部分

については、私としては非常にそれを否定す

るものでもありませんし、今おっしゃった内

容で進めるのであれば、ぜひ進めていただき
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いたというふうには思っております。

そのためには答弁にもしましたけれども、

やはり教員免許の部分の問題をやはり解決し

なければなかなか、それがスムーズにという

事が進まないのではないかというふうには

思っております。

ですから、当然、人事を行うのは北海道教

育局、オホーツク教育局がやるわけでござい

ますけれども、私どもがそういう部分で希望

して、この先生の免状を持ってこういうふう

にどうだろうかという投げかけはすることは

あります。ただ、それが全て希望どおりなる

のかどうかというのは、ちょっと別な問題と

いうふうに理解いただきたいというふうに

思っています。

今回、その２６年７月３日に教育再生実行

会議というもの、第５次提言の今後の学生の

あり方という中で、９年間の義務教育の制度

も含めてどうなるかという提言が出された中

で、やはり非常にその中で教員についてはや

はり校種間を超えて教科等の専門性においた

指導ができるように免許制度を改革する必要

があるというふうな形でもやはりかなり打ち

出しているのです。

ですから、先ほど平成１４年７月に免許法

の改正という部分ではちょっと私、勉強不足

でそこまでの細かい内容はちょっと今、理解

していませんけれども、やはり私の認識の中

では、ある意味ではその免許制度の分をきち

んと変えていかない限りでは難しい部分はあ

ると、難しいからできないということでは、

そういう意味ではない。

ただ、町としての要望としてはそれぞれの

個々の長所を見ながら、この先生は例えば非

常に優れていた場合に対しては中学の免許が

ある場合は小学校の先生でもこういうところ

に行くことは可能ではないでしょうかという

お願いすることはあります。

そういうふうに御理解いただきたいという

ふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただき

ましたように、免許証の関係でかなり難しい

ということだったと思うのですけれども、そ

れであれば、例えば小・中学校間教員が合同

で参加できる授業研究のための会議を恒常的

にやっているところもございます。全国的に

見てみますと、そういうふうに行われてい

る、恒常的に設置されているところが３９％

ということで伺っていますし、市町村による

研究指定授業の実施については２２％という

ふうになっていますので、美幌町としてもや

はり網走教育局とか、それからオホーツク関

係いろいろ校長会議というのがあって、いろ

いろ問題をクリアするのには大変なことかと

は思うのですけれども、やはり美幌町として

できるところから提案しながら取り組んでい

ける方法、そういうものを考えていっていた

だきたいなというふうに思っているところで

す。

やはり美幌の教育環境を整備していくとい

うことが最優先ではないかなというふうに考

えていますので、ぜひできるところから取り

組んでいただければというふうに考えている

ところですが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、校種を超えて

授業研究というか、そういうのをやっている

ところもあるという部分であります。

ある意味では年に１回、管内の校長の会議

とか、それから教頭会議というので研究を

やっている部分については、ある意味では校

種を超えてやっているのも事実ですし、さま

ざまな部分で先生方が研究をされている部分

があると思います。

今、その市町村が２２％という部分があり

ますけれども、私のほうは消極的ではなく

て、どういうふうに授業研究をやったらいい

かというのは、やはり先生方がきちんと自分

たちの意識の中で組み立てていってもらわな

いと、こういうことができますよ、できます

よということは言えますけれども、例えばそ

れがそのとおり広がっていくというのはなか
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なか水辺に連れてくるまでは可能で、水を飲

まないかどうかというのはまた別問題で、そ

こが非常に問題なのかなというふうに思って

います。

ですから、施策的に言えば町のほうで一つ

の研究というか、そういう研究会をするため

にそれにかかるお金を少し出しますよとい

う、予算も町としては独自で持っておりま

す。

ですから、ぜひそういう校種間とは言いま

せんけれども、例えば小学校で何か研究をす

る分であれば、例えば資料、あいるはちょっ

とした講師を呼ぶためのお金、予算をつけた

りしていますので、なかなかこれが問いかけ

てはしているのですけれども、反応がないと

いうのも事実であります。

ですから、そういう意味では先生方にぜひ

今以上に研究等を活発にしてほしいというお

願いはしていますが、今度は現実としてはそ

ういうものがなかなか進んでいないのも事実

という御理解もしていただきたいというふう

に思います。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） いろいろ進めるに

当たっては、なかなか厳しい状況がわかるよ

うな気がいたしますが、たまたま今回、私こ

ういうことを美幌でもできたらいいなという

ふうに思ったニュースの中には、茨城県で小

中学校間の校長会議の中でこういう茨城県全

体で取り組んでいるというのをニュースで見

たことがあったのです。

だから、今、美幌町だけで取り組むのには

なかなか自主的なものというのは今のところ

芽生えていないようなのですけれども、美幌

だけでなくて、本当はオホーツク管内という

か、そういうところで取り組んでもらいたい

なという思いがあって、ぜひ校長会の中でも

こういう話題を提供していただければという

ふうに、そんな思いで今回、質問させていた

だきました。

なかなか難しいとは思うのですけれども、

やはり教育によって子供たちがどんどん変

わっていくことを期待したいという思いで質

問しましたので、ぜひ今後の取り組みの一つ

として何とか努力していただきたいなという

ふうに思います。それで、この質問は終わら

せていただきたいと思います。

次に、慢性疲労症候群のことについて再度

質問させていただきます。

慢性疲労症候群というのは十分御承知の方

もいらっしゃると思うのですが、原因のわか

らない極度の疲労感が長期間続く病気という

ことで、１９９０年代ころから日本でも国際

基準に基づく症例が報告され、現在も患者数

がふえ続けている状況にあります。

慢性疲労症候群が発症すると、生活が損な

われるような強い疲労感に襲われ、６カ月以

上の長期間にわたって続き、原因不明の微熱

や頭痛、咽頭痛などが続き、うつ病に似た症

状が出て気分の落ち込みが続き、仕事に出ら

れないほどになる場合もあると言われており

ます。

御答弁いただきましたように、慢性疲労を

起こさせないためには、時間外勤務の縮小が

一番ですが、さきにも述べましたように近年

は教員の多忙化が指摘されています。

事務的な作業はどうか、特に中学校の部活

などの終了後に子供たちの個々に対応するた

めに丁寧にと考えれば考えるほど時間を要す

ると言われてもいます。

職場環境としては、教職員が相談しやす

い、また働きやすい環境づくりを整備してい

くことが大事なことと考えているところで

す。

御答弁のとおりでございますが、少しでも

慢性疲労にかからないために地道な取り組み

をしていただければという思いを込めて今回

は質問をさせていただいたということです。

先生方は口々に疲労が残るという話はよく

聞かれていますので、そこら辺のことを十分

理解した上で取り組んでいただければという

ふうに思っています。そのことについて何か

申しいただけることがあればお願いしたいと
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思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今回、質問をして

いただいたことで私もいろいろなことを学ば

させていただきました。

そういった中で御質問の慢性疲労症候群と

いうことの中で、どういう状況で発症するか

ということも学ばさせていただきましたし、

実態数として教職員の中でどれぐらいまでと

いうところまではちょっとなかなか理解でき

ない部分は若干残っております。

ただ、御質問の中で示していただいている

ような統計的な部分のこと、それからある意

味ではそれをちょっと一歩進んで精神疾患ま

で至る部分とか、そういう部分でいけば非常

に多いという認識がございます。

そのことも踏まえて、やはりそれをどうい

うふうにそういう症状に至らないための環境

をつくっていくというのはやはり、それはあ

る意味では学校の校長の学校経営に対する考

え方というふうな部分が思います。

なかなか私どもで、こういうことという項

目はお話はできるのですけれども、それを実

態的にどう示していくというのは、やはりそ

れぞれの学校長の力、それから管理職の力、

そしてそのことに対して協力をするという部

分の教員の方々の部分ではないかなというふ

うに思います。

本当にこのごろは学校に全てのことが持ち

込まれる部分があった中で、よく私は言いま

すけれども、やはりこれからの子供を育てる

中においてはやはり学校だけではなくて、家

庭と地域と、そしてこのごろ言っているのは

行政、言うなら教育委員がしっかりしなけれ

ばいけないよという中においては、地域の資

源という、それは人材も含めて、そういう

方々をきちんと受け入れる努力も先生方には

してほしいというか、どうも学校というと一

つの囲い込みをして、やはり大変だという言

い方は失礼ですけれども、大変だという気が

するのです。

ですから、そういうことをちょっと取り除

いて、例えば２０１３年にＯＥＣＤが実施し

た国際教員指導環境調査の中で、確かに日本

の教員の方々、いうなら中学校の教員を想定

しての調査なのですけれども、それを考える

とやはり世界の中では１週間に働く時間が非

常に多いのです。

それ以外でも、例えばスポーツ文化の課外

活動も非常に多いのです。ですから、そうい

う部分については先ほど言った、地域の資源

とかそういうものにうんとやはり外に求め

て、自分たちの背中を軽くして、本来のやは

り子供にきちんと教えるということに対する

力を十分に発揮していただきたいというよう

な気がします。

私ども、本当に日常的に学校の校長会議の

中ではやはり先生方の負担を軽くしてほしい

ということはお願いしています。なかなか非

常に難しい部分があるので、校長にゆだねる

ものと、それから国にきちんと言っていかな

ければいけないものは分けてきちんと対応し

ていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） なかなか教員と校

長先生との間というのがかなり溝があるのか

なというふうに感じてはいるところでござい

ますけれども、やはり学校運営というのはそ

こが一緒になって連携してやっていかなけれ

ばうまくいかないのではないかなというふう

に思うところもありますので、ぜひそこのと

ころを少しでも近づけて、一緒になって取り

組める、それと先生方が働きやすい環境とい

うのはそういうことではないかなというふう

に思いますので、ぜひ校長会の中でもそうい

うような話題を提供していただければという

ふうに思います。それによって、私の慢性疲

労症候群については質問を終わらせていただ

きます。

次、お祭りの出店者数の増加対策について

再度、質問させていただきます。

出店数の増加対策については、今、御答弁



－ 66 －

いただいたとおりです。ふるさと祭りは暴力

団に関係する出店を排除して、町民参加によ

る手づくりの出店、青少年の健全育成及び町

民の安全を促進するという目的で実施されて

いるのは十分理解しております。

前回も言いましたけれども、私も初回から

お祭りを盛り上げるために今回で２３回、協

力させていただいております。さまざまな団

体の方々、関係機関の多くの方々の御協力が

あって、続けてこられた美幌の町のお祭りは

すばらしい、町民が誇れる町であると感じて

いるところです。

ただ、残念なことに毎年、出店数が減少し

ていくことに心痛めている者の一人です。

今回の出店者に対する説明会のときにアン

ケートを出されておりますけれども、出店者

だけを対象にするのではなくて、やはりふる

さと祭りというお祭りを参加してくれる人た

ちの意見も広く求めてはいかがかなというふ

うに思いますが、その点についてはいかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員と同じように私

も町としては他に誇り得る取り組みだと、そ

のように思っております。

なぜそういうことを言うかというと、やは

り暴力を追放するといったシンボル的な取り

組みだと、イベントであると、それが四半世

紀にもわたって永遠とつないできた、このこ

とが他に誇り得る取り組みであると、私はそ

のように感じているところであります。

それで、出店者に対するアンケート調査が

実行委員会のほうで取りまとめられたという

ことで、いろいろな御意見をいただいている

ようであります。

今、議員おっしゃるような出店者以外につ

いてどうできるかについても、しっかり実行

委員会のほうにお伝えをしながら､実行委員

会も多分、この四半世紀を過ぎて、さまざま

ないろいろな問題やら課題が出てきていると

いう認識のもとで、こういうアンケート調査

とった、とられたと思いますので、引き続き

どうできるか我々も皆さんからいただいた意

見をしっかり伝えながら、よりよい形のイベ

ント、お祭りにしていきたいと、とりわけ趣

旨をやはり曲げないで継続して盛況の中で続

けていくことは、多分、我々の町では必ずで

きると思いますので、そんなお話もさせてい

ただきたいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 御答弁の中には来

場者の減少は少子化の影響もあるという、中

にはそういう答弁もありましたけれども、私

は一つにはお祭りの内容に魅力がなくなって

きているのではないかなと、それも大きな要

因の一つではないかなというふうに考えてい

るところでもあります。

もう一つの問題としては、当初からかか

わっていた一人として、ふるさと祭りに取り

組まれているこの数年間、テント一張り１,

０００円から始まっています。中盤で５,０

００円、現在では２万５,０００円、手弁当

で取り組んでいる団体、テント使用料が高く

てなかなか出店できないという話もありま

す。

特に、自分たちで出店料を捻出しているボ

ランティア団体とか、障害を持った方々の団

体などは利益追求型ではなくて、社会体験の

ような形で参加やさまざまな団体での出店の

にぎわいの一つとして協力しているというこ

ともありますので、そういうことも考えた上

でお祭りのあり方について再度、考えていた

だきたいなというふうに思います。

私も津別のお祭り、それから大空町のお祭

り、北見のお祭り、網走のお祭り、どういう

ふうなやり方をしているのか、それから出店

者数はどういう状況になっているのかという

ことを見たり聞いたりしながらお祭りを楽し

ませていただいておりますけれども、美幌の

出店者の人たちは本当にお店らしい雰囲気を

出しているなという意味では、美幌のお祭り

は本当に努力されている、出店者自身が努力

されているなということも考えあわせていた
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だきたいなというふうに思います。

出店者、それからお祭りを見に来ている人

たちの声の中には、やはり一番強いのは出店

者の人たちの意見なのですけれども、先ほど

も言いましたように出店料が高いということ

と、それから余りにも規制が厳し過ぎるとい

うことがあって、なかなか出店できなくなっ

てきているのではないかというお話もいただ

いております。

特に昨年から説明会のときにも意見として

出されておりました町外者の参加についてな

のですけれども、今回も同じようなことが言

われておりました。

ただ、その中で残念だったのは文書でも出

したにもかかわらず回答もいただけなかっ

た、それからそんな話は聞いていなかったと

いうような実行委員会の説明の中では出店者

としては非常に疑問が残る点だなというふう

に言われております。

それと、一張り２万５,０００円の出資し

ているお金、収支報告をしてほしいというこ

とも出されていなかったということについて

は、非常に不満を持っている方たちがたくさ

んいるということを理解していただきたいと

思います。

私もそうですが、決してお祭りをやめさせ

たいとか、そういうことではなくて、今まで

続いてきたこのお祭りを少しでも継続してい

きたいという思いでいろいろ皆さんが意見を

出しているということを聞き入れていただき

たいなというふうに思っています。

そういう点で、もし御意見がありましたら

お聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 実行委員会形式で

やっておりますので、私の立場としては全て

お答えすることができないので、しっかりと

実行委員会の中でうちの担当のほうで事務局

を持っておりますので、そちらのほうから

しっかりとお伝えしたいと、そのように思っ

ております。

ちなみに、出店数は最高出店数が平成１８

年６３店舗、ことしが４１店舗ということ

で、２２店舗減少になっているというような

ことで、来場者も主催者発表でいうと１３万

人が最高で、ことしが７万５,０００人とい

うことであります。

いずれも減少しているという傾向は実行委

員会もしっかりとその辺、捉まえていると思

います。

その中で今、アンケート調査をしたり、い

ろいろどうすべきかということを実行委員会

の中で論議されていると思いますので、今、

お話あったことも議員もいろいろな立場、出

店者として、出店者会議とかあると思います

ので、そういう中での意見反映もお願いした

いし、我々もしっかり伝えていきたいと、そ

のように感じております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 実行委員会形式を

とられているということなので、直接ここで

お話ししたことが本当に伝わっているのだろ

うとは思っているのですけれども、なかなか

出店者の意見というのが届いていないのと、

聞き入れていただいていないなというふうに

思っています。

今、町長から出店者会議のときに意見を述

べてくださいという話がありましたけれど

も、出店者会議というのは説明会だけしかあ

りませんので、意見を反映する場所というの

が全くありません。

だから、例えばそういう会合が持たれると

すれば、出店希望される方、今まで出店して

いる人たちが参加できると思いますが、そう

いう形式になっていないということでは、私

たちは物を申し上げたいなというふうに思い

ます。

だから、例えば意見を聞いていただけるの

であれば出店者会議とか、そういう実行委員

会の会議の中に意見反映できる機会を設けて

いただければいいのではないかなというふう

に思っています。

今回、津別の方とお話する機会があったの
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でお話をさせていただきましたけれども、や

はり津別も出店数については減少していると

は聞いております。どこの町もいろいろなイ

ベントで、そういうところでは出店する人た

ちが減少しているのだなというふうに理解は

しているところですけれども、美幌もせっか

く続いているこのお祭りですので、やはり出

店できる人だけが出店するのではなくて、出

店してみたいなという、思えるような、そう

いう雰囲気を持たせるような機会があっても

いいのではないかなというふうに思います。

例として言えば、例えば野菜を売りたいな

というお店があったのですけれども、出店料

幾らですかと言われたときに２万５,０００

円、では出せませんという、お話が現実にあ

ります。というところでは、やはりその出店

料として２万５,０００円がどのように使わ

れているのか、それとそれだけの費用がなけ

れば出店できないかということも含めてもう

一度、再度検討していただく大きな問題点で

はないかなというふうに思います。

本当に雰囲気、お店の雰囲気というのはテ

キ屋さんではないけれども、美幌の町のお店

の飾りつけ、雰囲気、とてもいい感じになっ

てきていますので、そういうものを大事にし

ながら続けていかれるような実行委員会の方

たちの温かいそういう運営の仕方というのを

研究していただきたいというふうに思いま

す。

私たちもいつまでも若くありませんので、

やはり世代交代をされていくことだと思うの

で、そういう中では今までは一生懸命やって

きた人たちだけが残って、若い人が入ってこ

れないような雰囲気はつくってほしくないな

というふうに思っておりますので、そういう

ことについても十分、実行委員会のほうに伝

えていただきたいというふうに思います。

その点、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、いろいろお話い

ただいたことについては、実行委員会にしっ

かりとお伝えをしたいと、そのように思いま

す。

我々ができるようなこととしては、１回目

の答弁でありましたように、町内の出店の掘

り起こしがどういうふうにできるかというよ

うなことも再度チャレンジしてみる必要もあ

るのではないかという思いをしておりますの

で、そういったことも含めて実行委員会のほ

うでお話をさせていただきたいと、そのよう

に思います。

寂しくなったというお話であります。もち

ろん６３店舗から４１店舗に減ったというこ

とで、空きスペースもできたりして、非常に

寂しいというような、最盛期を知っている

我々としては寂しい思いをしているというこ

とでありますけれども、一方でアンケート調

査の中ではこういった意見も寄せられている

のを紹介ちょっとしたいと思いますけれど

も、「出店数が減ったといえども他町よりは

多いと思う」と、「露店でお祭りの雰囲気が

するのは美幌ではないだろうか」というよう

な意見をいただいております。町民にばかり

目を向けるよりも町外にアピールすることも

来場者をふやすことにつながるのではないだ

ろうかと、７万１,０００人の規模の人が集

まるということは、もうそれなりにほかに誇

り得ることだと思います。

もちろん、出店者の皆さんの努力もさるこ

とながら､実行委員会や警察や、それを支え

る多くの皆さんの力があってこそ４１店舗、

そして７万５,０００人の来場者があるとい

うことでありますから、いずれにしろ四半世

紀を過ぎて、今までもさまざまな課題や困難

なことがあったと思いますけれども、乗り越

えてきているわけですから、我々に与えられ

た今の時代に、我々が与えられた課題として

は、これをしっかりと引き継いで、さらに盛

況な状況にしていくということが課題だと思

いますので、いろいろな意見があると思いま

す。

実行委員会の中でしっかりと論議していた

だけるように、今、この場でお話いただいた

こと含めてお伝えをしながら、そして我々が
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提案できることをしっかりとやっていきたい

と、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただき

ましたように網走管内の人たちが３日間の中

で相当数、美幌のお祭りに買い物に来ている

のか、お祭りを楽しんでいただいているの

か、そこら辺のことはわかりませんけれど

も、かなりの人たちが美幌のお祭りに来てい

ただいているなというふうに思っています。

というのは、私たちもお店先にいますの

で、どこから来ていますかということを必ず

聞いていたりすることがあるので、そういう

意味では小清水、遠軽、斜里、それから近隣

町ということでは、かなり交流を深めていた

だいているなというふうに思っています。

そういうところでは、十分行き渡っている

のではないかなというふうに思っています。

ただ、やはり実行委員会の人たちに申し上

げたいというのは、頭ごなしに上から押さえ

つけるのではなくて、やはり出店者、それか

ら町民の人たちの意見をしっかり聞いていた

だきたいということと、出店料として提示さ

れている収支については、わかるように説明

いただければというふうに思っていますの

で、そこら辺のことも十分、伝えていただけ

ればというふうに思っています。

私たちのほうでは、できるだけお祭りを盛

り上げるために今後も努力していきたいとい

う人たちもたくさんいますので、そういう声

をしっかり受けとめていただきたいなという

ふうに述べさせていただいて、質問を終わら

せていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を１１時ちょうどにいたします。

午前１０時５１分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君）〔登壇〕 それでは、

さきに通告しております２項目３点につい

て、順次質問をしていきたいと思います。

町民健康づくりの推進についての１点目

は、室内の多目的運動場整備についてであり

ます。

人生の少年期から老年期の各年齢段階に応

じまして、いつでも、どこでも、誰もが安全

にスポーツを楽しむことができる生涯スポー

ツ社会の実現に向けた環境の充実が求められ

ています。

町は平成２５年度の文部科学省委託事業と

して実施したスポーツを通じた地域コミュニ

ティ活性化促進事業報告書において、冬期間

使用できる室内多目的ドームの建設検討を課

題として掲載しております。

スポーツを町民の健康対策として位置づ

け、夏、冬を通じて利用できる室内多目的運

動場の整備が必要と考えますが、第６期美幌

町総合計画の重点施策とする考え方はありま

せんか。

２点目は、スポーツ推進計画の策定につい

てであります。

国は新たに制定したスポーツ基本法に基づ

き､自治体のスポーツ推進計画の策定を求め

ています。

美幌町は、北海道教育委員会の調査に対し

て独自の計画策定は行わずに美幌町社会教育

中期計画の中で対応すると回答しています。

長期的視野に基づきスポーツ振興を推進す

るためのスポーツ推進計画は、第６期美幌町

総合計画に位置づけて取り組むべきと考えま

すが、いかがですか。

２点目であります、行政評価について。

行政評価の進捗状況と今後の活用について

であります。

美幌町は、効果的、効率的な行財政運営を

推進し、透明性を確保するために行政評価に

着手いたしましたが、これまでの取り組み状
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況と予算編成、総合計画の進行管理などへの

活用方策と行政評価結果の公表時期や手法に

ついての方針をお聞かせください。

私は４月に全国市町村国際文化研修所の自

治体決算の基本と実践（行政評価を活用した

決算審査）の議員研修会を受講いたしまし

た。行政評価の活用は、予算編成、総合計画

の進捗管理、定員管理などで実践されており

ます。

研修会で紹介された先進事例として、埼玉

県秩父市では決算書の主要な施策の成果報告

書を行政評価の基本事業評価シートにかえて

作成。また教育に関する事務管理及び執行状

況の点検評価も同様に行政評価の基本事業評

価シートにかえていました。

秩父市議会決算審査特別委員会では、この

評価シートを活用して議会が独自に行政評価

を行っています。

議会の役割として、予算の執行状況や施策

の成果を評価して、次年度以降の予算に反映

していくことが重要であります。

先進的な行政評価活用事例を調査の上、今

後は事業評価シートに対応した予算書及び決

算書を作成し、わかりやすい説明書類とすべ

きと考えますが。特に決算書は結果報告では

なく、事業評価シートを成果報告書として活

用する考え方はありませんか。１回目の質問

を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 上杉議員の

質問にお答えを申し上げます。

スポーツ推進計画の策定については、後ほ

ど教育委員会のほうから答弁をさせていただ

きたいと思います。

初めに、町民の健康づくりの推進につい

て、室内多目的運動場整備についてでありま

すが、平成２６年３月に文部科学省委託事業

として、教育委員会が作成したスポーツを通

じた地域コミュニティ活性化促進事業報告書

は、町民からのアンケートやスポーツ関係者

による協議内容をまとめたものであります

が、その研究協議会の中で冬期間使用できる

室内多目的ドームの必要性が高いとの意見が

出され、今後、検討すべきとの整理がされた

ところであります。

また、第６期美幌町総合計画は、美幌町自

治基本条例が制定後、初めての計画策定とし

て町民主体による策定を目指し、各種団体か

らの推薦や公募委員など４０名で構成する

「びほろ」みらいまちづくり会議が素案策定

の母体となります。

この「びほろ」みらいまちづくりの第１回

目の会議が今月２４日に控えており、これか

らまさに計画策定を開始するところでありま

す。

御質問の第６期美幌町総合計画の重点施策

とする考えはあるかについてですが、現段階

では未定でありますが、今後、教育委員会に

おいて、その必要性について十分検討した上

で、必要とした場合はその基礎資料を提示

し、今後、本格化する「びほろ」みらいまち

づくり会議の論議の中で重点化施策としての

位置づけについても検討したいと考えており

ます。

次に、行政評価について、行政評価の推進

状況と今後の活用についてでありますが、行

政評価のこれまでの取り組みですが、試行段

階として、平成２４年度から評価シート様式

や事務事業の細分や指標を設定した事中評価

を実施、２５年度の行政評価は全グループで

事中評価から事後評価まで実施したところで

あります。

予算編成や総合計画の進行管理などへの活

用方策としまして、２７年度予算から運用予

定の財務会計システム更新にあわせ行政評価

の事務事業を予算編成や総合計画の事業と連

携させる方針であります。

連携により今後の本格運用に向けて事業評

価の事務効率が改善でき、予算編成や総合計

画にも適正に反映できるよう準備を進めてい

るところであります。

また、評価結果の公表時期でありますが、

現在は試行段階のため、事務事業数や指標の

見直しなどの改善点を整理している状況にあ
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ります。

このため、本格運用に移行となった後に町

ホームページ等で公表することを考えており

ます。

次に、決算書に事業評価シートを活用する

考えの御質問でありますが、現在の決算書は

主要事業の成果結果として事業名と費用を掲

載しております。

このため、試行段階である行政評価を本格

実施に移行し、行政評価の運用が軌道に乗っ

た段階になりましたら、事業評価シートを事

業成果報告として決算書に掲載することも検

討したいと考えております。

また、予算編成への活用提案につきまして

は、試行中の行政評価で示された事業の妥当

性、有効性、効率性の評価結果を念頭に置き

ながら、予算編成に取り組んでいるところで

すが、先進的な活用事例も調査研究しなが

ら、行政評価の本格運用を進める中で改善点

を整理し、引き続き効率的で効果的な行政運

営に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 上杉議員

の御質問に答弁させていただきます。

スポーツ推進計画策定についてですが、平

成２８年度から第６期美幌町総合計画及び第

７次美幌町社会教育中期計画が新たにスター

トするに当たり、平成２６、２７年度におい

て、これまでの進捗状況や課題の整理を行

い、将来を見通し方向性を定めながら計画の

策定を進める必要があります。

また、平成２３年に成立したスポーツ基本

法では、地方公共団体の責務として、スポー

ツに関する施策に関し、国と連携を図りつ

つ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応

じた施策を策定し及び実施する責務を有する

としております。

このような状況から、昨年度に引き続き文

部科学省のスポーツを通じた地域コミュニ

ティ活性化促進事業の補助を受けて、スポー

ツ政策検討委員会を設け、スポーツ推進全般

にかかる検討を行うこととしております。

この検討委員会の報告を受けて、当町では

最上位計画となります総合計画を優先に必要

な政策などを盛り込まなければと考えている

ところであります。

あわせて、地方公共団体の責務とされてお

りますスポーツ振興計画策定に向け検討して

まいりたいと考えておりますので、御理解を

お願いいたします。

以上、答弁させていただきましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、再質問を

させていただきます。

室内の多目的運動場の整備でありますけれ

ども、私は網走管内１７市町村に照会調査を

しみましたところ、１６市町村に屋内の専用

のゲートボール場というのが１３施設と質問

しております屋内の多目的運動場というのは

８施設で、合計で２１施設が整備されており

ます。

専用のゲートボール場のほとんどは、ゲー

トボールが大変盛んな時期に整備されており

まして、現在、愛好者が極めて少ないことか

ら、これらの施設の多くは多目的施設として

現状、利用されているのが多いようでござい

ます。

室内の施設の利用状況ですけれども、パー

クゴルフ、テニス、サッカー、野球、ソフト

ボール、フットサルなど、少年団、小中学

校、社会人など幅広く曜日や時刻を調整しな

がら有効に活用されていることがわかりまし

た。コートも調べてみると人工芝であった

り、土であったり、オムニコートとか、いろ

いろな手法によって整備されております。

また、施設の整備にはｔｏｔｏの助成金を

活用したり、日本財団の助成金を活用した事

例もあり、多くの施設の管理運営というの

は、指定管理で行っているところが多いとい

うこともわかりました。
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先ほど答弁にもありましたが、平成２５年

度の文科省の事業報告書の運動スポーツに関

するアンケート調査、私もこれ非常にいただ

いたときにどういうことをしているのかなと

いうことで、いろいろ読ませていただきまし

た。大変、貴重なスポーツに関する専門家が

入って、いろいろな方がかかわってやった貴

重な報告書ですから、この中でも健康であ

る、どちらかといえば健康であるというふう

に美幌の町民で回答した割合というのが７

４.５％で、文科省の調査の８７.１％と比べ

ると１３％低いと、あるいは体力に自信があ

る、どちらかといえば体力に自信があるとす

るものの割合も４７.７％ということで、同

様に文科省調査より１４ポイント低いと、全

体としては美幌町の運動スポーツの頻度とい

うのは全国と比較して低い傾向にあるという

ふうに伺えるということで、この調査報告書

の中には分析されています。

私は健康づくりの点でこの部分を取り上げ

たわけですけれども、きょうたまたま新聞を

朝読むと、北海道新聞の中に健康寿命北海道

は下位ですよということで載っていました。

これによりますと、男性では北海道は全国都

道府県比で３２番目、女性では３４番目とい

うことで、やはり健康づくりということが非

常にこれから必要になってくる、健康寿命を

延ばすために、それでいろいろ調べていく中

で順天堂大学の大学院の客員教授をされてい

るスポーツ健康理化学研究所の後藤佐多良先

生という方がいろいろ専門家としてスポーツ

と健康寿命について、いろいろな論文など書

かれているのですけれども、結論からいうと

健康寿命を延ばす第一の方法は体を動かすこ

とですと、運動することが一番ですというこ

とを先生は書かれておりますし、特に高齢期

になる前から通常の生活のリズムの中に運動

を取り入れていくのが非常にいいということ

であります。

また、運動の効果も学術的にも非常に証明

されております。そういった観点から、町長

がよく美幌町、美幌に限らず北海道は半年間

雪に閉ざされてなかなか非常に外に出たりと

か、そういったことが難しいというようなこ

とをいろいろな議会の場面で答えられており

ますけれども、私はそういう観点からやはり

今、美幌町のいろいろなスポーツ施設充実は

されておりますけれども、唯一冬の間、ある

いは天候の悪い時期に利用できるこういう室

内の多目的な運動場というのがこの調査報告

書にもあるように、私は非常に必要だという

ふうに考えておりますので、この答弁の中に

もありましたように現在、第６期の総合計画

の策定作業が今月から始まるというふうに聞

いておりますので、現状の中で教育委員会と

してこの施設の必要性に関してどのように考

えているのかお答えいただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 多目的施設の必要

性ということでございますけれども、先ほど

町長が答弁していただいたとおり、今回、２

５年度でこの事業の中で一応、スポーツ関係

者並びにアンケートの中でその必要性がまと

められたということであります。

教育委員会としては、２６年度に同じく文

科省の委託事業を受けまして、それの具体的

に施策に反映させるべき項目の取りまとめを

しているところであります。

その中で当然、２５年度にやったことを踏

まえて、それを施策反映をすべきという整理

をしていただいたものを今、町が進めている

第６期総合計画の中にできるだけ反映してい

ただくというふうに考えておりますので、教

育委員会というよりは、私どもの部局として

は必要という部分は考えてはいるのですけれ

ども、それイコール施策にすぐつなげるとい

うことではなくて、やはりきちんとそこにか

かわる人たちの意見として、かつまとめたも

のが施策反映につなげてほしいということを

待って、そのことを繰り返しますけれども、

第６期総合計画の中に反映させるかどうかの

検討を町民の中でしていただきたいというふ

うに考えております。
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○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この室内多目的運動

場というのは、先ほど言ったように子供たち

から高齢者まで、もちろん曜日によっていろ

いろな調整をしながら仲よく利用するという

ことを前提でありますけれども、これからや

はり冬場の健康増進、先ほど申し上げました

健康寿命をいかに延ばしていくかというのが

美幌町にとっては、皆さんに言うまでもなく

健康寿命というのは平均寿命から自立して健

康で暮らしていけれる年齢との差ですから、

それが長ければ長いほど、逆に言えば介護の

お世話になったり、病院で寝たきりになった

りとか、そういう状態をできるだけ短くして

いくと、そのために運動が最も効果的だとい

うふうに言われておりますので、特に冬場の

健康増進のために私はこの施設が必要だとい

うふうに今、申し述べているわけですけれど

も、町長にお伺いしますけれども、町長は先

ほどちょっとほかの質問の中でありましたけ

れども、パークゴルフ場のほかに屋内ゲート

ボール場の整備というのが基金があって、私

はもちろんゲートボール場をつくれと言って

いるわけではなくて、もちろんゲートボール

もできますけれども、多目的なそういう運動

施設が美幌町にとっては必要ではないかとい

う観点での質問ですから、そういった面で町

長のマニフェストに合ったものとの兼ね合い

の中で、町長の現状では私の求めているこう

いう施設整備についてどのような考え方をお

持ちでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 教育長のほうから答

弁ありましたように、この報告書の内容につ

いては、スポーツ振興の羅針盤として活用を

図るというようなことを言われております

し、中身を見ますとスポーツ施設の整備、活

用については、さまざまな意見がこの中にあ

ります。

その中の一つとして室内の多目的運動場の

整備もその中の一つとして入っているという

ことで、私はパークゴルフ場とともに、ゲー

トボール場の整備もということで訴えてまい

りましたけれども、きのうもちょっと答弁さ

せていただきましたけれども、室内ゲート

ボール場については議会の以前の陳情に対す

る採択、その要件の中に多目的であるとか、

既存施設の利用というようなことがありまし

て、室内ゲートボール場についてはできるだ

けお金をかけないで整備をしたいという思い

で、民間、あるいは公共施設の空いている施

設を何とか利用できないかということで、今

日までやってきましたけれども、まだまだ

ちょっと具体的にお示しする段階にないとい

うことで、スポーツが健康づくりに有益だと

いうことは、それは認めるところであります

し、体の状態だとか、それから年齢にあわせ

ていつでも、誰でもがスポーツできる環境と

いうのは非常に重要だと思います。

その中で、この冬場をどうするかというこ

とが一つ問題なのですけれども、冬場、今は

体を動かす施設としてはお年寄り含めてしゃ

きっとプラザがありまして、前年度ですか４

万人を超えたということで、大変、利用数が

多いというようなことであります。

もちろん、春先から夏にかかるとちょっと

減るのですけれども、そういった施設もあり

ますし、ドームもあれば、極めて少年野球で

あるとか、室内ゲートボール場であるとか

パークゴルフもできるというようなことで、

非常にいい施設だなとは思っております。

それで、ドームについては私どもが押さえ

ているのは呼人にあるドーム、それから佐呂

間、紋別にできているドームというようなこ

とで、近いところでいうと呼人のドームが６

億円ほどかかっているということで、ほかの

優先すべき事業もたくさん抱えておりますの

で、なかなか厳しい状況でありますけれども

も、いずれにしろさまざまな施設の整備はこ

れから我々にとって必要になってくると思い

ますので、これは教育委員会で練っていただ

いて、その結果出てきたやつは予算を通じな

がら、財政的なことも含めながら、総合的な

判断になってくると、そのように思っており
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ます。あればいいというような施設でもある

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 必要性については、

町長も十分理解されているということであり

ます。

それで、特に最近、美幌町出身のオリン

ピック選手、あるいはパラリンピックの選手

が世界の檜舞台で活躍されると、それらを見

て子供たちが夢や希望を持って将来オリン

ピックの選手になりたいとか、そういう子供

たちがやはり美幌の中にはふえてきていると

いう意味でも、これからやはり冬期間のいろ

いろな練習を多様にできる、そういう施設と

いうのが私は美幌町にとっても必要だという

ふうに考えております。

そういった意味で今、町長、教育委員会の

ほうでしっかり検討していただいて、施策と

して上がってくれば前向きに受けとめたいと

いう町長の答弁でありましたので、教育長に

お尋ねしますが、私の今、お話ししているこ

ういう運動施設、いろいろな整備という課題

は教育委員会あることは十分承知しておりま

すけれども、屋内の多目的な運動施設につい

て優先度の高い事業だという認識を教育長は

お持ちでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） そのとおりでござ

います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） いずれにしまして

も、今、２年目の文科省のこの助成事業の中

でことしも継続して今、調査をしていただい

ておりますので、それらの結果の中でどのよ

うなまとめになるかということを私も期待し

ておりますので、ぜひ今、第６期の総合計画

が今月から本格的に始まるということですの

で、引き続いて教育委員会としても今、教育

長の前向きな優先順位が高いということです

から、ぜひそういった中で俎上に上げていた

だきまして、できるだけ町民にとっての先ほ

ど言ったように健康寿命をできるだけ延ばし

て、介護や医療、そういったような費用負担

を軽減していくことで安心できるまちづくり

を進めていただくように強く求めまして、こ

の質問は終わりたいと思います。

続いて、２点目のスポーツ振興計画に移り

たいと思います。

先ほども答弁の中にありましたように、今

年度も文科省の補助事業を活用して、スポー

ツ施策検討委員会、これは見るといろいろな

関係者が入って、総合的に議論しております

から、この中でスポーツ振興全般の検討作業

を行うということで、私は２６年度のこの報

告のほうを非常に大変、注目をしておりま

す。

答弁の中で、この検討委員会の報告を受け

まして、スポーツ振興施策を最上位計画であ

る総合計画に盛り込むという考え方が示され

ておりますので、スポーツ振興計画は社会教

育の中期計画には含めないで、総合計画の中

に位置づけて取り組むというふうに理解をし

てよろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁の中であわせ

てというか、第６期総合計画にあわせて作成

に向けて検討してまいりたいというお話をし

ております。

その考え方でありますけれども、一つの流

れとしては、美幌町の自治基本条例がありま

して、その下に第６期の総合計画がありま

す。その下に第７次、今、平成２８年度から

始まります美幌町の社会教育の中期計画があ

ると、位置づけとしては検討する中でつくる

ことになるとした場合、その下にスポーツ推

進計画というのが位置づけられるのかなとい

うふうに思っております。

そのことを踏まえますと、そのイメージと

しては総合計画の中に例えばスポーツ推進計

画を策定するとか、そういうことは考えてお

りません。あくまでも町民の方々に協議して

どういう施策項目、いうなら単位施策が出る

かわかりませんけれども、そのことを実行し

ていくための計画としてスポーツ推進計画を



－ 75 －

策定されるというふうに理解いただきたいと

いうふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この中で私が、これ

道教委のほうでは各市町村に照会した中で、

いわゆるスポーツ振興計画を各市町村がどう

いうふうに取り組むかという中では、美幌町

は先ほど質問の中でも述べましたけれども、

社会教育中期計画の中で行うということで、

私もこの社会教育中期計画、読ませていただ

いたのですが、もちろんスポーツに関するそ

ういうことについていろいろな施設整備だと

か、課題とか、そういったことはこの中では

示されていますが、この取り組む姿勢という

のが非常に明確に伝わってこない計画のよう

な気がいたしますので、総合計画、もちろん

上位計画ですから、その下に最終的な実施す

るための計画策定をしたいということで教育

長おっしゃっていただきましたけれども、再

度お尋ねします。この中に位置づけるのか、

それとも総合計画に基づいて実際に実施する

ためのスポーツ推進計画というのは、これと

切り離して独自につくろうとしているのか、

この中に取り込もうとしているのか、その辺

の考え方だけちょっと再度、答弁いただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、計画推進中の

社会教育の中期計画をちょっと見ていただい

てのお話だと思います。

基本的に今、これは私の考えでありますけ

れども、今の中期計画の考え方を根本的に変

えようというふうに思っています。

それはどういうことかというと、その上位

計画、総合計画と今、第６次の美幌町の社会

教育の中期計画というのは、ある意味ではき

ちんとバランスがとれていない部分がありま

す。本来、これはちょっとまずい部分もある

ということがあって、先ほど言ったように最

上位の計画としてはやはり第６期の総合計画

があって、その下に第７次の美幌町の社会教

育中期計画。今、そのスポーツ推進計画のこ

とが質問に出ておりますけれども、今回の施

策研究の中でつくるべきだという話になれ

ば、その下に具体的なもの。

要は、上に総合計画に全てその具体的に書

けないわけですから、その流れとして、では

具体的に町民の方からこれからのスポーツ振

興、生涯スポーツも含めてどうするのだとい

うことについては、つくるとするならばそこ

に位置づけなければならないだろうという意

味で、今の中期計画、この中に位置づけると

いうことではない、こういう流れをきちんと

あってやらなければ物事が進んでいかないの

で、具体的な計画、何をどうしていくか、ど

ういうふうに町民の方々にどうしていくかと

いうことは、その一番最後になるスポーツ推

進計画になるのかなというふうに思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、教育長のほうか

ら中期計画については、根本的に変えたいと

いう、教育長としてのそういう評価での話で

すので、それは私も基本的にそういう形で

しっかり取り組んでいただくということは大

いに期待をしたいと思います。

国が市町村に求めているこういうスポーツ

振興のフレームというのは、基本理念であっ

たり、基本目標や具体的施策を通じて先ほど

言ったように総合的に住民のためのスポーツ

振興、健康増進をどうしていくかということ

の計画でありますので、今、この計画５年間

なのです。ずっとこの中期計画５年でローリ

ングしていっていますけれども、総合計画と

の絡みで言えば、これは中期計画も市町村に

よっては１０年にしているところもありま

す。

そういった、総合計画との関連の中で次期

総合計画、１１年という計画期間を持つよう

ですけれども、この中期計画との絡みの中で

は計画期間というのは含めて、スポーツ振興

計画もどういう期間設定を、それらも今年度

中に恐らくいろいろな検討をすると思うので

すけれども、現状での計画期間の考え方など
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があればお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、第６期の総合

計画を取りまとめておりまして、これも今ま

での総合計画と違ってという言葉は適正では

ないかもしれませんけれども、やはり形とし

てはちょっと手法というか、期間も含めて色

を変えようとしています。当然、それにあわ

せた下位計画については合わせるべきだと

思っております。

ですから、今までの中期計画について、そ

の柱となっているベースというのは何なのだ

といった場合に、必ずしも総合計画が上位計

画をベースとして下がっていっていない部分

があるのです。

ですから、今回は当然、総合計画にあわせ

て、それの下位計画としての中期計画、当

然、それの下位とは言いませんけれども、位

置づけとしてつくるとするならば、スポーツ

の推進計画というのは、それの部分の位置づ

けと連動しなければならないと思います。

では、具体的にどうかというのは、今の時

点でお話するのはちょっと状況とは思っては

おりません。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 今、教育長のほうか

ら計画期間も含めて、やはり上位計画である

総合計画との整合性をとりたいということ

で、私もそういう考え方については基本的に

賛成する立場ですので、今後、特に２６年中

にその検討委員会の報告を待って、いろいろ

な作業に着手していくと思われますので、ぜ

ひ今後の取り組みについて期待をして、この

質問を終わりたいと思います。

次に、最後は行政評価の質問に移りたいと

思います。

答弁では、平成２４年度は事中評価、２５

年度は事中と事後評価まで実施したというこ

とでございますけれども、行政評価というの

は私は非常に町にとって重要な取り組みだと

いうふうに認識しておりまして、これを美幌

町が進めるに当たって、これまで職階別にど

のような評価研修をまず実施されていたのか

についてお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 上杉議員

の御質問ですけれども、取りまとめの部分に

つきましてはそれぞれまちづくりグループの

部分で取りまとめてございますが、その部分

について公表とか、そうした部分、内部の検

証等の部分についてまではまだ至っておりま

せん。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 担当する主査、主

幹、これに対する説明会、指標について実施

しております。

平成２４年３月５、７日、これについては

全職員向けです。それから９月２８日には主

査職、そして１０月１５日には主幹職という

ことで全職員に行き渡るような研修というこ

とで取り決めをしているところであります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長のほうから個別

に私の質問に答えていただきました。

それで、２４年度それぞれの全職員から主

幹までということで取り組みされているとい

うことですから、私はいろいろなところの事

例を見て行政評価が目的どおりに進むか否か

というかぎは、それを取り組む職員、主査、

主幹、部長職が事務事業の計画に対する実績

とか成果をしっかり把握して、課題や改善報

告をみずから考えて、そして次の計画に反映

していくと、そういうツールだと思うので

す。

そういう意味で私のこれは考え方ですけれ

ども、現在、試行中ということですけれど

も、２４年度でこの研修をやった後、２５年

度、２６年度というのは評価研修というのは

継続してやられていたのかどうかお答えいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 現在、２

５年度、２６年度の部分につきましては研修

等は行っておりません。
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○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 先進的ないろいろな

事例で取り組んでいるとこのを見ると、やは

り行政評価に取り組むに当たって毎年、やは

り継続して徹底した評価研修というのを階層

別に、部長職はやっていないようですけれど

も、部長職も含めて取り組んでおりますの

で、特に試行中ということですからいろいろ

な問題たくさん、そういう作業の中で出てく

ると思いますので、ぜひ毎年度、何らかの形

でこの研修というのを継続実施して、やはり

これがうまくいくかどうかというのは職員が

いかに意識をかえて、これに取り組んでいく

かということですから、それなくしては評価

の精度を高めたり、あるいはこの目的として

いる予算要求だとか、総合計画の進行管理に

生かしていけないのではないかというふうに

私は考えておりますが、現状の中で町長とし

ては研修は十分だというふうにお考えでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 研修については先ほ

ど全職員から主幹職までというようなこと

で、その後、試行に入ってきたということ

で、試行も２年目に入りましたので、この後

どうするかということが問題ですけれども、

いずれにしろ研修もしっかりやっていかなけ

ればいけないという思いでありますけれど

も、議員おっしゃるように、私もこれは今ま

での意識を全く変えないとなかなか進まな

い。

今、ファイリングシステムを導入していま

すけれども、これも全く意識を変えないと元

に戻ってしまう、紙依存の組織体質に戻って

しまうというようなことで、相当の意識改革

が求められるし、これなければ多分、失敗す

るだろうと思っていますので、適切な時期に

タイムリーにやはり研修というものをやって

いく必要があると、そのように考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） まだ試行中ですから

十分でないところをこれからもぜひ研修を継

続していただいて、私はこれが本当に美幌町

にとっては行政評価しっかりやっていくこと

によって、美幌町のいろいろな問題点があら

われて、行政のやっている事務事業は本当に

効率性高いのか、あるいは住民の満足度を十

分得られているのかと、そういったことに役

立っていくかと思いますので、今後とも研修

に力を入れていただきたいと思います。

そこで、２５年度における事中、事後評価

された事業についてそれぞれ妥当性、有効

性、効率性とか、そういった項目によって評

価をしていっていると思うのですけれども、

それらを受けて２６年度の予算編成には具体

的にどういうふうな反映のされ方がしたの

か、活用されたのかについてわかれば、我々

議員というのはよく予算編成２６年出てきま

したけれども、そういう評価がどう生かされ

ているのかが見えない部分がありますので、

その点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ２６年度の予算

編成に当たっては、２５年度の事後評価をま

ずヒアリングのときにも原課のほうから聞か

せていただいて、御承知のとおり今現在、予

算は一件査定やっております。

その中で当然、その評価結果についても参

考にしながら査定をしておりますので、例え

ば継続すべきというもので査定側も継続すべ

きというものであれば、継続しますし、拡

大、あるいは廃止もしてもいいというものに

ついての原課の考えがあれば、その辺につい

ても査定側のほうも判断をさせていただいて

廃止しているものも多々あります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この評価票だけ私も

ちょっと担当のグループに行って見させてい

ただきました、カラーのいただきましたけれ

ども拡充、維持、縮小、休廃止ということ、

これはそれぞれの部署で評価をして、それら

が反映されているとすれば、今後やはりそう
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いう評価したものが新年度予算の中でどうい

うふうになっているのかということをやはり

議会もしっかり見ていかないと、ともすれば

なかなか私も行政にいたから気持ちは十分わ

かるのですけれども、縮小したり廃止すると

いうのは、これは勇気のいることだと思うの

です。

だけど、そこはしっかり職員が客観的な立

場で評価をした中でやはりしっかり予算に反

映していくという意味がありますので、今

後、試行中とはいってもそういう今後の方向

性、四つの区分ありましたけれども、こう

いったものがどうだったのかについては、特

に議会に対して予算の説明に当たっては行っ

ていただきたいなと思うのです。

それで、事業評価のシートの活用ですけれ

ども、答弁の中で２７年度から財務会計シス

テムの変更にあわせて予算編成や総合計画の

進行管理に連動させるというふうに答えられ

ておりますので、そうなると行政評価の本格

運用というのは何年度からというふうに美幌

町は考えているのかお聞かせいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２４年に事中評価を

初めまして、２５年に事中・事後評価をし

て、それで今、議員おっしゃったように財務

会計システム２７年に更新、バージョンアッ

プさせていただくのですけれども、それにあ

わせて２７年から本格運用をしたいという意

向であります。

ただ、この試行している中でも、やはり課

題が見つかってきております。先ほど総務部

長のほうから答弁しましたけれども、この試

行して評価しているのですけれども、一件査

定という予算の査定とその評価がオートマ

チックに予算に反映できるかというと、今度

トータルで見ないといけない部分があります

ので、そこをどうするかとか、今度、具体的

な運用をどうしていくかという細部の問題に

ついては非常に面倒な問題もあると思います

けれども、いずれにしろそれらも変えていく

ためには意識をどう変えていくかも併用して

やっていかないと、なかなかシステムが動い

ていかないということになると思いますの

で、いずれにしろ今、試行の中でいろいろな

課題を見つけ出して、本格運用に向けていき

たいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 財務会計システムの

変更にあわせて本格運用を２７年度からとい

うことですから、ぜひそういった面では今、

町長のお話にもあったように行政評価の部分

と予算編成とがうまくマッチングできるよう

に、そのことによってもちろんいろいろな意

味で事務の効率化、そういったことも図られ

てきますので、ぜひ先ほど言ったそのために

も職員がやはりしっかり行政評価の必要性に

ついて考えながら、意識を常に関知していく

ということがかぎだと思いますので、お願い

したいと思います。

ところで、その決算審査のあり方というの

は、私、実は全国の研修会に行って多くの議

員の人たちともいろいろな話をさせていただ

きましたけれども、今、決算審査のあり方そ

のものが見直しされてきておりまして、議会

の役割の一つというのは決算審査というのが

あるのですけれども、予算執行を通じて施策

の成果を決算認定するというのが決算審査の

本来の役割なのですが、先生も言っていまし

たけれども、一般的には議会議員というのは

新年度予算には関心は高いが、これは先生が

言っている、美幌の議会がという意味ではな

いですから、決算審査には関心が低いという

ふうに言われていると。

こうした現状を改革するための方法とし

て、秩父市議会、先ほどもちょっと出しまし

たけれども、初め長野県の飯田市議会とか、

福島県の会津若松、徳島県の小松市議会など

で、決算審査の結果を議会としてしっかり意

見にまとめて、首長に次年度予算に反映させ

るというような取り組みをまだまだ全国的に

はそう大きくはないと思います。そういう取

り組みは広がりつつあります。
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議会として、行政評価をしていくというの

は、そういう意味では、今、町が進めている

行政評価の評価シートを議会議員もしっかり

活用しながら、具体的にはその評価シート、

例えば総務部からはこの事業、民生部からこ

の事業、経済部はこの事業ということで抽出

をして、抽出した事務事業を評価をして、町

民目線でしっかり見ていくと、その上で議会

も先ほど評価の基準にありました妥当性、有

効性、効率性というのを総合的に評価をし

て、次年度以降の予算への提言をしていく

と、こういうようなことが議会議員としての

行政のチェックのこれからの決算審査の上で

大事な部分ですよというふうに講師の先生も

言っておりますし、私自身もそういうふうに

感じたところであります。

そういった意味では今後、本格運用になり

ましたら事業評価のシートを活用した、決算

書がこの答弁の中にもあったように、こうい

う事業で幾らかけてやったということももち

ろん、それは情報として必要ですけれども、

どんな成果を挙げたかということをやはり決

算書で町民に示していくということが私は大

事だと思いますので、今、御紹介した先進事

例などを参考にしながら、できるだけ早い時

期に具体的に事業評価シートなどを決算、あ

るいは予算に活用していただきたいというこ

とで、２７年度本格運用となると、２７年度

の決算が出た時点で２８年度のいわゆる議会

の決算審査からはそういったことがきちんと

形としてあらわれるというふうに理解してよ

ろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 行政評価の活用です

けれども、予算もそうですし、決算もそうで

すし、総合計画の推進状況、これらについて

も活用するというのが活用の大きな三つの柱

だと思います。

その中で議会には今、決算書として出して

いるのが、主要事業の成果というものを事業

名と事業量と、それから金額で出しておりま

すけれども、このシートをそのまま出すとま

た膨大な量になりますので、この辺を例えば

決算で使うということ、決算特別委員会等で

使うということになると、全国的な決算統計

出す必要もあって、総務省から求められるも

のもありますので、それをやめてしまうとい

う話にもなりませんので、決算書に付属書類

としてどうつけるかについても、今後、大き

な課題になってくると思います。

そのことで決算にどう活用できるかという

大きな分かれ目になると思いますので、その

辺はこれから十分検討していかなければいけ

ないと思っております。

議会がどう使うかについては、私どもの権

限に及ばないところなので、求められれば出

すということになると思いますけれども、い

ずれにしろいい形で出せるようなことも検討

していかなければいけないと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長から今、お話が

ありましたので、これは私の一般質問ですか

ら、美幌町の議会全体がということではない

のですが、今、流れとしてそういう行政評価

を活用した決算審査とか、予算のチェックと

か、そういったことを先進的に取り組んでい

る議会が非常にふえてきたということでの質

問でありますので、やはり全部の事務事業を

出すといったら相当なボリュームになります

から、先ほど言ったようにそれ全部を議会が

評価するということはできませんので、一般

的には各部局から主要な施策の中でみんなで

話し合いをして、ピックアップをして、それ

についてヒアリングを受けて議会議員として

の評価をして、そして翌年度の予算編成にや

はり議会の立場から町民目線で見たとき、行

政の評価とは違って、議会がこうであるとい

うようなことを町長にやはり述べた中で提言

をしていくと、それが新年度予算に反映され

るかどうかというようなことで、この行政評

価というのは私は非常に大事な取り組みにな

るかと思いますので、ぜひ取り組む職員に

とって、新たなことで今、取り組んでいます
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から大変だと思いますが、シートをつくるこ

とが目的になってしまうとだめなので、しっ

かりそれぞれの三つの観点から評価をした中

で、今後の方向性を出していただくというこ

とで行政側の取り組みに期待したいと思いま

すし、ただいま質問したようなことについて

は、進捗状況について所属の委員会の中でも

また説明いただくようなこともあろうかと思

いますので、以上で私の質問を終わりたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 御答弁される方はい

ないですか。

以上で、４番上杉晃央さんの一般質問を終

わります。

暫時休憩をします。

再開は１時半といたします。

午前１１時５７分 休憩

────────────────

午後 １時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 先ほど、議会運営委

員会を開きましたので、委員長からその結果

について報告を求めます。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 休憩中に議会運営

委員会を開催いたしましたので、その内容に

ついて報告いたします。

本日の日程が順調に進んでいることから、

日程第１１ 議案第４５号平成２６年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算（第１号）

についての次に、第３日目に予定していた認

定第１号から認定第８号まで、意見書案第９

号から意見書案第１１号まで、報告１１号か

ら報告第１６号まで、議員の派遣について、

閉会中の継続調査について、以上の日程をお

手元に配付した日程追加事件として、本日の

日程に追加することといたします。

なお、本定例会に付議された全ての案件

を、本日、第２日目で審議することになるた

め、会期は当初の３日間から２日間へと変更

いたします。

議員各位及び説明員の御理解と御協力をお

願いして、議会運営委員長としての報告とい

たします。

─────────────────────

◎追加日程の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報告

があったとおり、日程第１１ 議案第４５号

平成２６年度美幌町個別排水処理特別会計補

正予算（第１号）についての次に、認定第１

号平成２５年度美幌町一般会計歳入歳出決算

認定について、認定第２号平成２５年度美幌

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第３号平成２５年度美幌町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第４号平成２５年度美幌町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について、認定第

５号平成２５年度美幌町公共下水道特別会計

歳入歳出決算認定について、認定第６号平成

２５年度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳

出決算認定について、認定第７号平成２５年

度美幌町水道事業会計決算認定について、認

定第８号平成２５年度美幌町病院事業会計決

算認定について、意見書案第９号釧路地方裁

判所北見支部における労働審判の実施を求め

る意見書について、意見書案第１０号軽度外

傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の

改正等を求める意見書について、意見書案第

１１号軽油引取税の課税免除措置の継続を求

める意見書について、報告第１１号健全化判

断比率について、報告第１２号資金不足比率

について、報告第１３号放棄した債権の報告

について、報告第１４号平成２５年度教育委

員会の主な事務の管理及び執行状況の点検・

評価の報告について、報告第１５号専決処分

の報告について、報告第１６号例月出納検査

報告について、５月から７月分まで、議員の

派遣について及び閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１から第１９ま

でとし、それぞれ議題にしたいと思います
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が、これに御異議ありませんか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） いま一度、きょう

の追加日程のことでありますが、第１４号報

告第１３号を再度読み上げていただきたい。

○議長（古舘繁夫君） 報告第１３号放棄し

た債権の報告について。

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、認定第１号から認定第８号ま

で、意見書案第９号から意見書案第１１号ま

で、報告第１１号から報告第１６号まで、議

員の派遣について及び閉会中の継続調査につ

いてを日程に追加し、追加日程第１から第１

９号までとし、それぞれ議題とすることに決

定いたしました。

─────────────────────

◎会議時間延長の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議時間は日程の追加により、あら

かじめ延長いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

─────────────────────

◎会議時間延長の宣告

○議長（古舘繁夫君） したがって、あらか

じめ会議時間の延長をすることに決定いたし

ました。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 一般質問を行いま

す。

通告順に発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既に

通告しております２点について質問をいたし

ます。

第１点目は、商店版リフォーム助成事業に

ついてであります。

最初に助成制度化に向けての検討経過につ

いて伺います。

昨年９月議会で私は住宅リフォーム制度の

延長とともに、住宅リフォーム助成からは除

外されております商店版リフォーム制度の創

設を求めてまいりましたが、その際、町長は

住宅リフォーム制度の継続は内容の改善を含

めて検討したいということで、商店版リ

フォームの助成制度創設に私は大変期待をい

たしました。前向きな答弁だったというふう

に思っております。

この間、商工会議所への打診など、制度制

定に向けて町は努力されたかと存じますが、

これまでの経過、制度化に向けてどのような

現段階なのかをまず伺います。

この点の二つ目は、新年度からの助成制度

制定についてであります。

町内の商工業者からは店舗リフォーム工事

への町の助成があれば助かると、これが幾つ

かの反応で私自身伺っております。

特にことしは、４月からの消費税８％への

引き上げに伴う消費の停滞、景気の悪化で甚

大な打撃を受けております中小・零細業者が

ございます。

その方々への支援策として、新年度からの

制度開始が求められていると私は考えるもの

でありますが、いかがでしょうか。

大きな２点目は、第６期介護保険事業計画

であります。

その一つは、医療介護総合法成立によりま

す美幌町での影響、そして美幌町としての対

応についてでありますが、次の４点につきま

して美幌町での影響、美幌町としての対応を

お伺いいたします。

一つ目は、要支援１、２を地域支援事業に

なること、二つ目は一定以上所得者は利用料

２割負担になること、３番目は特養入所基準

は要介護３以上に引き上げられること、４点

目は施設入所者の低所得者軽減措置、居住

費、食費でありますが、これは縮小されるこ

と、この４点につきまして美幌町での影響と
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対応をお伺いいたします。

二つ目は、保険料値上げ回避についてであ

ります。

介護給付費を保険料で賄うことを基本とす

る介護保険制度は持続不可能な事態に大きく

加速しているというふうに思います。

第６期介護保険事業計画で、保険料が改定

されますが、国や道への支援要請、町として

一定の一般会計繰入を行うなど、サービス低

下をさせず保険料引き上げ回避に向けた最大

限の努力を行うべきと存じますが、いかがで

しょうか。

以上、１回目の質問といたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、商店版リフォーム助成事業につい

てでありますが、１点目の商店版リフォーム

助成事業の助成制度化に向けての検討経過に

ついてでありますが、美幌商工会議所との協

議に基づき、店舗リフォームに関するアン

ケート調査を実施し、また商店版リフォーム

の先進的自治体であります群馬県高崎市の事

例について調査研究も実施いたしました。

高崎市における商店版リフォームでは、店

舗の改修のみならず、エアコンや業務用冷蔵

庫、テーブル、いすなど、店舗に必要な備品

購入まで対象とした内容の助成事業で、この

制度の導入により市内の商店には活気が生ま

れ、建築関連業者、あるいは備品を取り扱う

商業者に受注機会がふえ、市内商工業者の活

力と地域経済の活性化につながる制度として

高い評価を受けております。

本町におきましても、このような事例を参

考として、商業者の細かいニーズを把握する

ため、商工会議所等と連携を図りながら、再

度アンケート調査を行う予定となっておりま

す。

次に、２点目の新年度からの助成制度制定

についてでありますが、現段階におきまして

は、助成制度化に向けての協議は行っており

ません。町といたしましては、今後、実施を

いたしますアンケート調査により、商業者の

ニーズを的確に把握することに努めてまいり

ますとともに､助成制度が本来の目的であり

ます商業の活性化や集客力の向上などにつな

がるか、他自治体の制度についての効果を調

査した上で、制度化に向けて検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

次に、第６期介護保険事業計画についてで

ありますが、先般の通常国会において成立し

た地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する

法律により、介護保険制度が改正されまし

た。

１点目の要支援１、２を地域支援事業につ

いてでありますが、介護予防サービスのう

ち、訪問介護、通所介護を介護予防・日常生

活支援総合事業に移行し、平成２９年度まで

に全ての市町村で実施するものとされまし

た。

総合事業は全国一律の基準に基づくサービ

スから、市町村が中心となって地域の実情に

応じて既存の介護事業所による既存のサービ

スに加えて、ＮＰＯ、民間企業、ボランティ

アなど、地域の多様な主体が参画し、多様な

サービスを充実することで、地域の支え合い

体制づくりを推進し、要介護者等に対する効

果的かつ効率的な支援を可能とすることを目

指すものであります。

新しい総合事業の移行については、平成２

７年４月１日施行となっておりますが、平成

２９年度までの猶予期間があるため、それま

でに多様なサービスの充実などの受け皿の整

備を行ってから総合事業を開始することも可

能であります。

本町におきましても、サービス内容や実施

団体について今後、検討しなければならない

状況であり、条例を制定し、猶予をとって

しっかりと準備を進めていく予定でありま

す。

２点目の一定以上所得者の利用負担の見直

しにつきましては、保険料の上昇を可能な限
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り抑えつつ、現役世代の過度な負担を避ける

とともに、高齢者世代内で負担の公平を図っ

ていくために、一定以上の所得のある方に２

割の利用者負担をしていただくものであり、

施行日は平成２７年８月とされております

が、２割負担とする所得水準については、政

令で定められることになっており、現在、合

計所得金額１６０万円以上を基本として検討

中であります。

本町における対象者数や見込みについて

は、介護保険事業計画において保険料の算出

や給付費の見込みに反映されることとなりま

すが、現段階では算定までに至っていない状

況であります。

３点目の特養入所基準は要介護３以上につ

いてでありますが、特別養護老人ホームにつ

いては、在宅生活が困難な中重度の要介護高

齢者を支える施設としての機能に重点化し、

新たな入所者は要介護３以上の者を原則とさ

れました。

施行日は、平成２７年４月１日であり、既

入居者は除かれます。また、やむを得ぬ事情

で特養以外での生活が著しく困難と認められ

る場合は、市町村関与のもと、入所検討委員

会を経て入所を認めることとされ、その判断

のための要件や手続きの指針（骨子案）が作

成されることとなっておりますので、本町と

いたしましても指針に基づいて対応してまい

りたいと考えております。

４点目の施設入所者の低所得者軽減措置

（居住費・食費）は縮小についてであります

が、施設入所等にかかる経費のうち、食費及

び住居費は本人の自己負担が原則となってお

りますが、住民税非課税世帯である入居者に

ついては、その申請に基づき食費、居住費を

補助する特定入所者介護サービス費を支給

し、負担を軽減しておりますが、本来の給付

と異なった福祉的な性格や経過的な性格を有

する制度であり、食費や居住費を負担して在

宅で生活する方との公平を図る必要があるこ

と、預貯金を保有するにもかかわらず、保険

料を財源とした給付が行われることは不公平

であるといった観点から、配偶者の所得の勘

案、預貯金等の勘案、非課税年金の勘案をす

るなどの見直しが行われるものであります。

概要といたしましては、配偶者が住民税課

税の場合や一定額の預貯金がある場合には、

給付の支給対象外となり、給付受給者の年金

収入に非課税年金も勘案して、所得段階を判

定するというものであります。

配偶者の所得の勘案と預貯金の勘案につい

ては、平成２７年８月施行、非課税年金の勘

案については、平成２８年８月施行であり、

細かな部分については省令で示される予定で

あり、制度の詳細が示された段階で、法に基

づき対応してまいりたいと考えております。

次に、保険料値上げ回避についてでありま

すが、国に対しましては、オホーツク圏活性

化期成会を通して、将来にわたって高齢者を

初め各世代が安心して暮らしていけるよう、

介護保険制度の長期にわたる安定的な運営を

確保するための施策の充実について要望して

いるところであり、今後も引き続き要望して

まいりたいと考えております。

保険料の設定につきましては、現在作業中

でありますが、給付実績や人口及び要介護認

定者数の推計、施設・在宅サービスの見込み

料や介護給付費などの見込みを推計し算出す

ることとなり、施設やサービスをふやせば保

険料にも跳ね返ることとなります。

現在のサービスは維持しつつ、在宅サービ

ス、施設サービスをどのような方向性で充実

させていくのか、新しい総合事業をどのよう

に実施するかなど、地域の特性を踏まえて中

長期的な視点をもって検討していきたいと考

えております。

保険料につきましても現段階ではお示しす

ることはできませんが、サービスに合った適

正な保険料となるように設定していきたいと

考えております。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた
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だきます。

答弁の中で、商店版リフォーム助成事業の

経過の中で、群馬県高崎市のまちなか商店リ

ニューアル助成事業、この調査研究をしたの

だということで、大変高い評価をされており

ます。

私も改めて今日までの経過を調べさせてい

ただきましたが、商店に活気が生まれ、高崎

市内商工業者の活力と地域経済活性化につな

がるという点では全く同じ意見でございま

す。

昨年４月実施されまして、店舗改装備品購

入に対して２分の１補助、補助上限額１００

万円ということで、美幌町の住宅リフォーム

助成事業よりも大変、有利な中身になってい

ます。

受付開始１日だけで１０８件の申し込みが

あって、受け付け２週間で予算額１億円を超

過したと、最終的には初年度７３８件の申し

込みで、市の助成額は約４億４,０００万円

という状況であります。

ことし２年目、消費税の影響などが出てい

るのかなということでお伺いいたしました。

けさの時点で、予算額が３億５,０００万円

なのだと、その３億５,０００万円は達成超

過していると、申し込みがという状況で、引

き続き好評なのだなというように思っていま

す。

そこで、美幌町としても多分、町中を面白

く活気溢れるものにしたいと、そのためには

小さな店が元気になること、それがリニュー

アル事業の目的なのだと、市長がある新聞に

コメントを載せております。

美幌町も残念ながら大通含めまして、国道

筋の既存の中小商店は大変厳しいなというよ

うに思っておりまして、町長としてもそれぞ

れの業者がもっともっとにぎやかに、あるい

は訪れるお客さんが喜んで訪れることのでき

る商店、あるいは商店街を望んでおられると

いう点では、全く高崎と変わりがないのだろ

うというふうに思うのですが、その点につい

てまず簡潔に感想を聞かせていただければと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 中心商店街がにぎわ

いが薄れてきたという、そういう中で、もう

一度、やはり賑わいを取り戻すということ

は、極めて私の中でも大きな課題だと、その

ように思っております。

多分、高崎市もそういうことだろうと思い

ます。

そんな中でこういう施策を取り入れたとい

うことでありますので、大いに参考になりま

した。美幌町の中心商店街の活性化のために

も、ぜひとも検討を早めていきたいと、その

ように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そこで、具体的に店

舗リフォームアンケートを実施されたという

ように答弁になっておりますが、私もこの中

身については大変、興味、関心がございま

す。たしか４９の回収があったというふうに

承知しておりますが、できれば共通の認識に

するという点で、このアンケート結果を議会

に資料として提出していただくことはできま

せんでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 本年の１月に全て

の対象者ではございませんけれども１００件

程度調査をして、４９件回収させていただい

たアンケート調査でございますが、結果の内

容について後ほど資料として提出をさせてい

ただきたいというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） それでは、後ほど出

していただけるということで、特徴的なこと

だけ聞かせていただけませんでしょうか。

店舗リフォームを予定しているのだ、ある

いは検討しているのだ、この辺がどのような

状況になっているか、あるいはリフォーム制

度ができたら利用したい、あるいは当面、利

用しないけれどもという条件つきで聞かれて

いるようでもありますので、この２点の部分

で状況を聞かせていただければと思います
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が、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島学君） 設問の内容にあり

ます店舗のリフォームについての実施予定に

ついては実施をする予定、あるいは実施につ

いて検討しているというふうに回答されまし

たのが４９件のうち２３件でございます。

それから、美幌町が実施をしている住宅リ

フォーム促進事業、同等の店舗リフォーム補

助制度が設けられた場合に利用したいという

方が２３件という形になってございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） もう少し中身もある

かと思いますけれども、いずれにしましても

もしあれば利用したいという方々が一定程度

おられるということであります。

それで、新年度からの助成制度については

まだ協議していないということでありますの

で、改めて聞かせていただければと思いま

す。

実はことし４月からの消費税８％への引き

上げに伴って、最初に消費の停滞や景気の悪

化が相当厳しいのだということを私、聞き取

りの中でも出てきています。

内閣府が９月８日に発表いたしました、こ

とし４月から６月期のＧＤＰ国内総生産の改

定値、確定ですが、物価の変動を除いた実質

でマイナス７.１％であります。これは、あ

の東日本大震災時のマイナス６.９％を超え

ております。リーマンショック後の０９年

１、３月期以来のマイナス幅ということなの

ですが、主たる原因が何かということも触れ

られております。

ＧＤＰの約６割を占めるのが個人消費なの

ですが、この大幅な落ち込みということで、

マイナス５.１％ですが、年率換算いたしま

すとマイナス１９.０％ということで、これ

は１９９７年４月に御承知のとおり消費税を

３％から５％に引き上げた際、急激に景気が

落ち込みました。しかし、そのときの落ち込

みはマイナス１３.２であります。それを大

きく上回ってマイナス１９.０と、過去２０

年間で最大の落ち込みとなっています。

安倍内閣は、これは想定済みだと言ってい

るのですが、全然その域、その範囲内ではな

いということで、日本の景気を崖から突き落

としたというふうにある国の新聞が評価して

いるとおりでありまして、美幌町はそういう

点では大変厳しいなというふうに思っており

まして、何らかの助成策を商業者にてこ入れ

をしていかないと大変だというように思って

おりまして、そういう意味でも来年、新年度

早々にこの制度の開設が求められているので

はないかというように思うのですが、いかが

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＧＤＰの話とかいろ

いろあると思いますけれども、我々が個人消

費の分を公共消費でカバーするというのはな

かなか厳しいというような面もあると思いま

すけれども、いずれにしろ消費税の問題もあ

りますけれども、私どもとしては中小企業の

振興策として、この制度を考えていきたいと

いう思いであります。

それで具体的な検討事項について担当のほ

うにも指示をしまして、アンケート調査もこ

れからする予定でありますけれども、それと

あわせて担当部局に検討指示しております。

先進地の高崎に学ぶとすると、飲食店も対

象にしているとか、あるいは美幌町でいえば

既に住宅リフォームという制度が今、４年目

を迎えております。多分、美幌の多くの中小

店舗は住宅併用店舗になっていると思います

ので、ではその境目はどこなのだと、あるい

は住宅のほうについては住宅リフォームでい

いのか、店舗用リフォームについては店舗を

また改めて設けて、両方使えるのか、あるい

は住宅リフォームとの整合性も含めて検討す

るように指示をしているところであります。

何とか新年度に間に合うような形も今、検

討を進めておりますので、アンケート調査も

含めて総合的に検討してまいりたいと、その

ように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。
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○２番（大江道男君） 管内で私の知ってい

る限りでは訓子府、大空町が開始しているよ

うです。

大空町は、２分の１の補助率で限度額３０

万円、ことし申請件数５件、１５０万円の助

成額、訓子府は同じく２分の１の補助率で限

度額５０万円、現時点での申請件数が６件

で、助成額２６４万１,０００円というふう

に確認をしております。

いずれも小さな町の割に頑張ってリフォー

ムしているのだろうなというふうに思ってお

ります。

それで、実は売り上げなどが大変落ち込ん

でおられる業者にとって、ごく近い将来に税

が変わっていくようです。外形標準課税が準

備されておりまして、資本金１億円以上は既

になっているのですが、資本金１億円以下の

中小企業にも赤字であっても税を払ってもら

うということで、現在準備中であります。

そうなりますと、消費税で身銭を切り、本

体の事業で身銭を切るということで、とても

商売やってられないというふうな状況が目の

前にこようとしているので、それはそれとし

て政府に対して地方から声を上げていくとい

うのはもちろん大事なのですが、そういう環

境におかれている業者に対して頑張ってほし

いというエールを送っていくというのは、行

政もそうですし、町民としても同じ姿勢であ

るべきだなというように思います。

お祭りのときにみこしが通る、そういうこ

とで商店は寄附金も結構弾んでこられている

わけで、決して大型店が寄附金が多いかどう

かは承知しておりませんけれども、やはり地

域文化を支えるという点で、これまでも大変

大きな役目を果たしてこられたし、これから

もそういう役目を果たしていただきたいし、

美幌町のやはりストリートですから、顔で

す。ここが全町民の応援で活気を取り戻すと

いうことが必要だということで、現在、作業

中だという御答弁もありました。

それと、１回目の討論の最終的には制度化

に向けて検討していきたいという中身なの

で、流れが違うということにはなっていない

というように思っております。できるだけ早

く、制度化をやっていただきたいということ

を申し上げて、この分については終わりま

す。

第６期介護保険事業計画について、再質問

をさせていただきたいと思います。

実は今回、この問題を取り上げるのは医療

介護の総合法として介護制度の見直しがされ

ている最大の特徴が自立、自助を土台に据え

て全世代にわたって社会保障制度の解体を打

ち出しているという点で、決して軽視できな

いというように思っているわけでございま

す。

幾つかのキーワードがありますが、適正化

という表現をとって、実はサービスの範囲を

縮小する、効率化という言葉を使って費用の

削減をする、重点化という言葉を使って保険

の対象を限定する、そういう全てにわたって

利用者にとってみれば切り捨ての中身になっ

ています。

もちろん、市町村にとっては保険制度から

除外されれば、そのサービスは市町村が負担

せざるを得ないというようなことで、尻は市

町村に来るというようなことで、なかなか中

身が知られていないということもあって、そ

の影響、対応はどうかということを第１回目

で聞かせていただいたところです。

状況としては、まだ算定できない、対象を

把握し切れないというような中身ですので、

現状はそれはそれでということで、１回再質

問をさせていただければと思っております。

一つは、要支援１、２の人たちがヘルパー

派遣サービス、通所サービスを保険から外さ

れるということなのですが、実績からいって

一体何人ぐらいの人たちがそのサービスから

外されるのだろうと、これはおわかりでしょ

うか。

あるいは、外された場合にＮＰＯ、民間企

業、ボランティアなど、多様な担い手にその

サービスをお任せしたいということなのです

が、一体そのサービスの担い手っているのだ
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ろうかと、若干猶予はあるようですが、現状

で十分受け皿あるというふうになるのでしょ

うか、その辺、聞かせていただければと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 要支援者につき

ましては、平成２５年度で認定を受けている

方は３１１人おられます。

それで、その担い手ということでございま

すけれども、現在、美幌町ではいろいろなボ

ランティア団体もございまして、例えばやま

びこの会だとか、そういうところでは認知症

のいろいろな活動をされている。

ですから、実際、その担い手としてお願い

する部分についてはＮＰＯであるだとか、も

ちろん民間事業者も入りますし、介護事業

所、それからボランティアの地域の多様な要

するにいろいろな参画をしていただいていま

すので、そこの協力を得るというような形に

なろうかと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この要支援１、２を

地域支援事業にということに移管されると、

移譲されるというのでもないのですけれど

も、我々求めてくださいと言ったわけではな

いので、ただそうなると今、議員おっしゃる

ように人材をどう確保するか、ボランティア

をどう確保するかということで今、民生部長

のほうから答弁ありましたように、美幌はボ

ランティア活動も非常に盛んであるというこ

とで、生活支援サービス見守り事業で約１５

件と、あるいは認知症の支援で８件の活動を

されている団体等がありますので、そういう

面では他の市町村に比べてある面では御心配

になっている向きもあるかと思いますけれど

も、ある面、何とかやりくりができるのかな

と、あとはＮＰＯだとか、受託、委託、それ

ができる体制は今後、詰めていかなければい

けないと思いますけれども、いずれにしろ

ちょっと猶予期間がありますので、その中で

しっかりと準備をしていきたいと、そのよう

に考えております。

それと、先ほどのちょっと答弁させていた

だきたいのは、商店のリフォームの関係です

けれども、住宅リフォームをやって、さらに

それに幅を広げるということになりますと、

相当な予算規模にもなるかと思いますので、

補助の要件にもよりますけれども、そういっ

たこともちょっと勘案しながら十分検討させ

ていただきたいなと、そのようなふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ３１２名の要支援の

方がおられる、この受け皿をではどうすると

いうことです。

これまでは、保険の制度の中にありました

が、保険の対象から外されるというふうにな

りますと、サービス提供者はボランティアで

も構わないよというふうに現に言っているの

ですが、介護専門職の切り捨てがこの部分で

当然、起こってまいります。

それで、私が所属しております民医連の影

響予測調査が事前にされておりますが、多く

の介護事例でサービスの切り下げによって生

活上のさまざまな支障、あるいは病状の悪化

が出てくると、在宅生活の継続が困難になる

という、事前に予測されているわけで、サー

ビスの低下を招かないようにすれば、相当な

努力がこの分野で必要になっているというよ

うに思います。

それと、受け入れていた事業所などは当

然、単価の引き下げが及んでくるだろうとい

うことをお話されております。やっていかれ

ないと、善意の業者は引き受けたい、しかし

単価の切り下げが必ず来るだろうということ

で、大変、心配されていると。

やはり、美幌町として要支援１、２の方々

に対して専門職による予防給付のサービスを

存続させるのだという、旗はおろせないだろ

うというふうに思うのですが、どうでしょう

か。そのためには、専門の事業者には現行の

収入の維持を図らなければならないし、利用

者には負担増にならない措置が末端の市町村
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としては考えざるを得ないというようになる

のですが、この点も含めて若干、猶予もある

ということなので、そういうスタンスで望ま

ざるを得ないというふうに思うのですが、い

かがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回のこの要支援

１、２を地域支援にするということは、一つ

は我々今まで要するに手を差し伸べなければ

いけない人以外に独自の要支援の方にも独自

の政策をいろいろやってきました。

ただ、今回の改定の中身を見ますと既存の

サービスに加えてという、この１項目が非常

に気になりますので、今まで既存のやつをや

り続けていながら、さらに加えて何かしなけ

ればいけないというところが、ちょっとまだ

見えてきていませんので、必須要件もあるよ

うでありますけれども、そこがちょっとつら

いところなので、従来やってきたそのサービ

スを、独自のサービスを違う形に変えていく

ということも当然、考えなければサービスの

水準を落としかねないということにもつなが

ると思いますので、その辺、いずれにしろ２

９年までということでありますから、それま

では従来のサービスを続けるかどうかも含め

て考えながら、この後、実際の運用が始まる

までには住民の皆さんに心配のないような

サービス提供体制を考えていかなければいけ

ないと、そのように思っております。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 補足説明なので

すが、現行のサービスはそのまま残ります。

それで、今、専門的な支援が必要な方につい

ては、従来、現行どおりのサービスをそのま

ま使えると。そして、そのほかに新たな地域

の特徴を生かした新たなサービスが加わると

いうことでございますので、今現在のサービ

スはそのまま残るということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 確認いたしますが、

要支援１、２は保険の対象から外れるよと、

したがってその人たちを抱えている事業者、

あるいは受けるサービスそのものは大きく影

響を受けるのではないかというふうに考える

のは心配しすぎだと、考えなくていいですよ

ということであれば全然、問題はないのです

けれども、そういう認識でよろしいでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 今、要支援の分

については保険の給付事業となっております

けれども、地域支援事業ということになりま

して、今、現行では今ある給付費の相当額を

そのまま町に入るということで、ちょっと形

が変わりますけれども、給付費は給付費でな

くて地域支援事業として介護報酬費が見られ

るということでございますので、多少、単価

の改定はございますけれども、形が変わると

いうことでございますので、御理解願いたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現在、予防とい

う項目の中に介護保険の中に入っておりま

す。それが介護予防、それから日常生活支援

総合事業という名前の形をかえてということ

になりますので、介護保険の中に入っている

というふうにお考えになっていただければと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私も手探りの中で

今、全容をつかもうという状況であります。

とりあえず、保険対象から外されるという

ことで、私は大変、危惧している者の一人で

ありますので、なお実際にどうなるか、単価

の切り下げなどは非常に危惧もされているこ

とでもありますので、あるいは専門職による

サービスが受けられないという可能性を多分

に持っているということで、なお注視をして

いきたいというように、この点では思いま

す。

次に進みます。所得で１６０万円を超える

と利用料が今の１割から２割になると、この

点では対象者、見込み数はまだ算定できない

という状況なので、そういうふうに押さえま
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す。

そこで、一定以上の所得者、所得１６０万

円を超えるというのは国会での審査の過程も

見ているのですが、利用料が２倍になっても

負担が可能だという線が引かれているわけで

は全くないということなのですよね。

被保険者の２割に当たる人の利用料を引き

上げるという大方針の上で、たまたま引かれ

たのが１６０万円ということであって、その

ラインを超えると途端に大変な状態になると

いう中身になっています。

これはもう、いずれ明確な線引きがされる

ということでわかるかと思いますが、例えば

１６０万円と、それが１５０万円なのか１７

０万円に仮になったとしても、そのラインの

人は大変です。

そこで、町として何ができるかと考えてみ

ましたが、私は一つできることがあるとすれ

ば、要介護認定も所得控除の対象となるとい

うことで、障がい者控除対象認定証をより積

極的に活用するということで、所得、厳密に

現在の所得の控除制度を使って救済を図ると

いうのが差し当たっては可能かというように

思います。

以前、このことでは町は相当努力されて、

２,０００万円以上の控除された実績を持っ

ておりますので、こういうような形でぜひ末

端の自治体としては努力していただく必要が

あるのではないかというふうに思いますが、

いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 制度的なセーフ

ティーネットは、これはもう誰でもが利用で

きる、その要件に合う方が誰でもが利用でき

ることでありますから、引き続きＰＲに十分

尽くして、制度的にできるものについては利

用していただくというようなことは今後とも

続けてまいりたいと、そのように思っており

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 私から補足説明

いたしますけれども、現在でも介護認定を受

けている方については、障がい者控除は証明

書を出しますので受けられる形にはなってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 続きまして、特養入

所基準要介護３以上ということで、基準が引

き上げとなっております。

そこで、一つは要介護３以下の特養入所、

現在の人は当面、救済されるので希望者、入

所待機者の中で一体、要介護３以下の人たち

はどれぐらいいるのだろうと、町が直接かか

わっていないので算定がちょっと厳しいかと

いうふうに思いますが、念のためお聞きいた

します。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（谷川明弘君） 待機者の内訳に

ついては把握してございません。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 美幌町にあります特

養の設置者、施設側は要介護１、２の人の入

所希望者については、自治体に報告が義務づ

けられているというように、これからですけ

れどもなるかと思います。

それで、施設側に対して要介護２以下の入

所申し込みを一律に拒否することのないよう

に、その点では自治体としての主導性という

ことの徹底が求められているなというように

思いますが、その点でぜひそうしていただけ

ればと思いますがいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現状でも要介護

１、２の方でも虐待があるだとか、そういう

特殊事情の方については、こちらが介入しま

して入所させるような方向をとっております

ので、特殊事情のある方については、そのよ

うに今後も扱っていくことになると思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 国もやむを得ない事

情がある場合は認めようということで、例も

出しております。

認知症高齢者で、常時、適切な見守り、介
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護が必要だというような中身であります。

ただ、実態としては、要介護３以下の方々

は実態としてはどうしても特養に入らざるを

得ない、客観的な環境におかれているという

のが実態だと思うのです。

甘えて入っているということではなくて、

そういう状況にあるということで、したがっ

て私は町としては特例申し込み者として受け

とめる申し込み者の実情をやはり正確に調べ

ざるを得ないだろうと、そして施設側に対し

て町も参加しての入所判定が検討委員会とい

うふうになると思いますが､町の適切な判断

というのか、指導性となるのか、要は適切な

判断の表明が美幌町としていよいよ求められ

ているというように思うのですが、その点も

含めて入所検討委員会の中での町の役目を積

極的に果たすべきだというふうに思うのです

が、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 現状でも特別養

護老人ホームに入る場合につきましては、当

然、私どもの職員も構成員になっている検討

委員会ございます。

そこで審査して、入所するような形をとっ

ておりますので、そのような形をまた発展さ

せて継続していきたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 保険料引き上げ回避

の点でお聞きいたします。

次期保険料では、国が消費税を使って保険

料の軽減を行うということで、得ている情報

で申し上げますと、低所得層では一定の負担

軽減が図られるだろうと、しかし、それ以外

の所得層では保険料の引き上げは避けられな

いだろうというふうに聞いております。

それで、保険料引き上げを回避する手段が

必要なのだろうということで、国や道への要

請を最初の質問で申し上げました。

同時に、美幌町で基金があるということ

で、昨日の答弁の中で５,５１２万８,０００

円あるのだと、年度当初。これは積極的に使

わざるを得ないだろというように思います。

あるいは、道内の町の中で北斗市や富良野

市などでは一般繰り入れなどで保険料の過度

な引き上げを抑えるというようなこともやっ

ているようです。なかなか財政大変な中での

措置ではありますが、そういうような点で全

体としては加入者と介護保険のサービスを受

ける人と末端の市町村の負担が大変な状況に

なると、これは走りのようです。

これからもっともっと厳しくなるようです

が、この段階でしっかり町としての腹構えを

決めるというようなことで、現在、保険料引

き上げになるかどうかの算定は行っていない

という状況でありますので、算定に当たって

政策的な判断をぜひ、引き上げ回避という点

で行っていただきたいというふうに思うので

すが、町長いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） きのうも答弁させて

いただきましたけれども、できるだけ上げた

くないのが我々の思いであります。

それで、今、お話ありましたように、基金

が当初で５,０００万円、この後どうなる

か、ちょっと年度途中なのでまだわかりませ

んけれども、その推移も見ながら、いずれに

しろ基金の繰り入れをしなければ、なかなか

上げ幅を抑えるというのは難しいと思います

ので、そのようなこともぜひ考えていきたい

と思います。

また、繰り入れというようなお話もありま

すけれども、総務省がいうルール分の繰り入

れは既にしているのですけれども、それ以外

については財政安定基金という貸付制度が介

護保険の場合にありますので、そして翌年度

以降に返せというようなシステムにあるので

すけれども、これなかなかちょっと難しい話

かなと思いますけれども、いずれにしろ今、

まだ確定に近い話もまだできないような状況

でありますので、いずれにしろ状況は多分、

厳しいと言わざるを得ないと思いますけれど

も、その中での厳しい算定をしなければいけ

ないということであります。

美幌町は施設サービスの施設、質、量とも
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ほかに比べればあると思いますので、その中

で施設も利用していただく、在宅も利用して

いただく、その中で料金をどのところまで抑

えられるかというのが我々の仕事だと思って

おりますので、しっかりと取り組んでまいり

たいと、そのように考えております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 時間がなくなりまし

た。

今回の介護保険サービスの改定は、何回も

申し上げますが要支援者のサービスの一部を

予防給付から切り離すと、それから制度開始

以来の原則は定率１割負担ということだった

のですが、一部２割に引き上げるということ

で、ここの席が切れますと上限どこまでいく

のだということが見えない、大変な状況にな

ると思います。

そういう意味で、政府に対しては末端の町

民の立場に立って、持続可能な介護保険制度

ということで、また、みずからの部分でなお

頑張っていただきたいということを申し上げ

て、私の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を２時４５分といたします。

午後 ２時３７分 休憩

────────────────

午後 ２時４５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

通告順により、発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告してありました３点、４項目につい

て質問いたします。

まず１点目、教育行政についてです。専門

学校生の学資支援について。

専門学校生の学費支援について、文部科学

省は低所得世帯の私立専門学校生の授業料を

補助する方針を決定し、来年度から生活保護

世帯の学生らに対し、支払った額の一部、ま

たは全部を学校を通じて支給する考えを決定

した。

子供の貧困や格差が社会問題となって久し

く、心を痛める問題ですが、国のこうした支

援は初めてであり、町内でも専門学校に進学

する生徒は多く、私立専門学校の学費は私立

大学並みとも言われています。生徒の進路決

定にも大きく影響を与えることと考えます

し、特に高校生の進路決定が差し迫っている

ため、今後、国の方針をどう理解しやすい方

法で周知していくのか、また問題点などがあ

りましたらお聞かせください。

教育行政の２点目といたしまして、道教委

食物アレルギー調査についてです。

北海道教育委員会アレルギーの調査結果と

今後について、本年６月に発生した児童生徒

の食物アレルギーは１名の入院はありました

が、大事に至らなくて安堵しています。

しかし、学校給食に対する保護者、児童生

徒への不安は残ったのではないかと危惧して

いるところです。

８月６日に北海道教育委員会が学校におけ

る食物アレルギー対応の進め方の素案をまと

め、学校給食での児童生徒がアレルギー症状

を起こした際の適切な対応と予防策を示し、

校長をトップとした校内委員会を設置して取

り組みを進めるよう求めています。

８月下旬には正式決定して、各市町村の教

育委員会や各学校に報告書を配付するとの報

道でした。２０１３年度の日本学校保健会な

どの調査結果によれば、道内で食物アレル

ギーを持つ子供の割合は小学生が２００４年

度比の１.８７倍の７.７％、全国は４.５

％、中学生が２.０２倍の８.５％、全国は

４.７％にふえ、文部科学省が２００７年に

まとめたアレルギー疾患に関する調査報告書

では、シラカバ花粉と似た成分を持つリンゴ

等の果物や魚介類のアレルギーが患者の総数

をふやしている可能性が指摘されています

が、北海道教育委員会では道内でアレルギー

を持つ子供が多い理由はわからないとしてい
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ます。

環境面では整っていると考えられる道産子

のアレルギー率が高いのは、今後、さらに不

安を与えるため、北海道全体の子供の問題と

して捉え、多方面からなる専門家に協力を

願って、北海道教育委員会に調査、研究の継

続を要求すべきと考えますが、お考えがあれ

ばお聞かせください。

２点目、環境衛生についてです。蛍光管の

回収について。

町は使用済み蛍光管の回収については、一

般ごみの日に蛍光管を割って有料ごみ袋に入

れて出すことになっていますが、ほかの自治

体では回収ボックスを設置し、回収して一定

の業者に処理を委託するなどの取り組みがさ

れています。

蛍光管の中には、有害物質も含まれてお

り、処理方法は環境に配慮した方法でなけれ

ばと考えますが、今後の考え方をお聞かせく

ださい。

３点目、地域交通について、デマンド交通

についてです。

地域公共交通は、高齢化に伴う運転免許証

の自主返納などにより、通院、買い物、入浴

などの交通弱者の足確保のため、非常に重要

になってくると考えられます。町もスクール

バスとの混乗、町内巡回バスなど、町民の足

の確保には試行錯誤していますが、国の方針

として地域の新たな足の確保には予約型バス

普及に力を入れる方針を打ち出している。デ

マンド交通と言われる予約で乗りおりできる

利便性があり、足腰の弱い高齢者にとっては

大変、助かる交通と言えます。

政府は、ことし中に交通政策の基本計画を

閣議決定し、拡大目標を折り込む考えで２０

１５年度からは予約を受け付けるシステムを

構築するための補助金制度を新設導入する自

治体を支援する考えであり、町内交通に今

後、生かす考えはあるかお聞かせください。

以上、３項目、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えを申し上げます。

教育行政については、後ほど教育委員会の

ほうから答弁をさせていただきたいと思いま

す。

初めに、環境衛生について、蛍光管の回収

についてでありますが、美幌町の一般廃棄物

については、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第６条の２第１項に基づき、町が処理を

行っております。

資源の有効活用と最終処分場の延命化を図

るため、平成８年９月より資源ごみの分別収

集が始まり、平成１７年４月には容器包装に

かかる分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律に基づき、その他プラスチックの分別

収集を実施し、循環型社会に取り組んでいる

ところであります。

議員御指摘の御家庭から排出される蛍光管

は大きさにより有料袋に入りきらず苦慮され

たり、微量の水銀が含まれており、蛍光管の

リサイクルにつきましては環境に配慮された

取り組みが必要と考えております。

御質問の蛍光管の回収でございますが、町

といたしましても環境負荷の低減、循環資源

の利用促進を図る観点から、来年度に向け実

施できるよう回収の手法など、調査、研究し

てまいりたいと考えております。

次に、地域交通について、デマンド交通に

ついてでありますが、町は混乗スクールバ

ス、町内巡回バス初め、路線バス運行維持へ

の補助など、さまざまな地域公共交通として

の運行維持に努め、町民の皆様への利便性を

維持、確保しているところです。

特に、町のデマンド交通としまして、平成

２４年１０月から乗合タクシーとして従来の

福祉バス運行にかわるものとして、本格運行

が開始されたところであります。

御質問にあります予約受付システムの構築

への御質問でありますが、現在の乗合タク

シーの利用では、利用者がハイヤー会社に電

話予約を行っております。平均の利用者数で

すが、往復利用者で延べ月、約１５０人ほど
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であります。

国が予約システム構築への補助制度の新設

導入が予定されるに当たり、当町で予約シス

テムが必要となるのは乗合タクシーである民

間会社がシステム購入となるため、利用者数

や効率性、利便性を鑑みますと、費用対効果

が低いのではないかと考えているところであ

ります。

したがいまして、当町では今後において国

の補助制度動向やシステムの調査研究を行う

段階でありますので、現段階ではシステム導

入や補助制度の活用の考えに至っていないこ

とを御理解をお願いをいたします。

以上、答弁をさせていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 岡本議員

の御質問に答弁いたします。

初めに、専門学校生への学費支援について

ですが、文部科学省の平成２７年度概算要求

において、従来の専修学校等の人材養成機能

の向上に向けた支援の事項の中に、新規事業

として意欲と能力のある専門学校の生徒が経

済的理由により就学を断念することなく、安

心して学べるよう専門学校生の授業料等負担

軽減事業が追加されております。

今後、財務省原案が取りまとめられ、政府

原案として提出された予算案が国会審議の中

で決定していくこととなりますが、現時点で

は具体的な内容が示されていないことから、

事業の詳細については把握できない状況であ

ります。

国の予算が成立し、具体的に事業の詳細が

示されましたら、高等学校や関係者へ情報提

供してまいりたいと思います。

次に、道教委食物アレルギー調査について

ですが、北海道内の食物アレルギーを持つ子

供は全国平均を大きく上回っていることが北

海道教育委員会がまとめた学校における食物

アレルギー対応の進め方素案の中で示され、

その理由はわからないとしていますが、調査

研究を行うためには専門的知見が必要なこと

から、北海道教育委員会として他の部局を含

めた専門機関のかかわりが必要と考えてお

り、引き続き専門的な調査研究をお願いして

いるところです。

なお、北海道教育委員会としては、今回の

対応指針をまとめることで、学校における食

物アレルギー対応を拡充し、子供たちの正確

な情報収集と的確な対応を進めることを最優

先したいとの考えであります。

以上、答弁いたしましたので、よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、環境衛

生についてのほうからやってまいります。

現在の収集処理の仕方では環境問題と割っ

て出すとありますけれども、割るときは飛び

散って大変危険であり、高齢の方とか、マン

ション住まいの方は大変だっただろうなと考

えています。

収集の方法については、今後、検討される

ということなのですけれども、例えば津別町

のように、津別町は役場のところに町民に持

ち込んでもらっています。

美幌町も一定の場所を決めておけば、かな

りの方が持参してくれるのではないかなとい

うふうに考えています。

今後、その収集の仕方などは具体的にやっ

ていくのでしょうけれども、例えば電気店な

どの蛍光管、これも商売でやっている店とは

いえ、いろいろお聞きしたところ、大抵は

買ってくれて、届けて、新しいのと取りかえ

て古い物を電気店が引き取るというような、

今、形がほとんどだというふうに聞きます。

それで、例えばその蛍光管の回収のときに

電気店のものなども一般家庭と同じ取り扱い

にしてほしいと思いますけれども、その辺の

考え、まだ固まっていないかもしれませんけ

れども、お聞きしておきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃるとお

り、回収量にもよりますので、岡本議員おっ
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しゃるとおり電気店にお願いするだとか、そ

れから場所を設けて、その量により今後、調

査研究して進めていきたいと考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私は、あと乾電池

についてもちょっと飛躍しますけれども、蛍

光管ではないのですけれども、一時、乾電池

を売っている店のどこにでも回収箱がありま

した。たしか、役場の中にはないと思うので

すけれども、本当にないのです。

それで、あちこち探してちょっと大型店で

１カ所あって置いてきたりなどしたのですけ

れども、これはやはり環境問題とかに余り関

心がなければ、ついつい回収するところがな

ければきっとごみに出してしまうと思うので

す。

これもしつこくは言いませんけれども、乾

電池も見える形で回収していただきたいなと

思いますけれども、今、どのようになってい

るかお知らせいただければ。

○議長（古舘繁夫君） 環境生活主幹。

○環境生活主幹（大場正規君） ただいまの

乾電池の関係でございますが、現在、町内約

２３カ所に回収ボックスを設置し、乾電池の

ほうを回収しております。

それで、例えば電気店さんのほうからいっ

ぱいになりましたら役場のほうに電話をいた

だいて、それを回収しているという形をとっ

ておりますので、今後、蛍光管のほうも同じ

ような形がいいのか、どうかということで検

討してまいりたいと考えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ２３カ所というけ

れどもすごく目立たなくなっています、小さ

いものだから余計かもしれませんけれども、

乾電池の中にもたしか余りよくないものが

入っていますので、この蛍光管の回収と一緒

に乾電池も現場をちょっと見ていただきたい

なと思って、この質問は終わらせていただき

ます。

次、デマンド交通について、２回目の質問

をしていきたいと思います。

答弁では、今後において国の補助制度、そ

れから動向やシステムの調査、研究を行う段

階であるとのことなのですけれども、国は人

口減社会を支える新たな公共交通として乗

合、予約型で小型バスやタクシーを運行する

仕組みを普及させる方針で２０２０年をめど

に導入自治体を今の倍以上の７００市町村に

拡大する目標を交通政策の基本計画に盛り込

むとのことです。今後、調査研究していただ

きたいと考えています。

町長が私に教えてくれた高齢者の教育、教

養という言葉を教えていただきましたけれど

も、私は高齢になっても出掛けるところがあ

る、出掛ける方法がある、そして家に閉じ込

まないで生き生きと暮らすということが健康

面でも、生きがいの面でも大きな役割を占め

るというふうに思っています。

たまたま、これは余談になりますけれど

も、きのう議会に来ようとしたときに、きの

う午前中はとてもいい天気でした。それで、

ちょっと信号でとまっていたときに前を電動

車いすの方が１人で通っていきました。私は

それを見てすごく感激しました。こんなにい

い天気の日に、そういうふうに電動車いすで

１人でも歩けるということは、非常に価値の

あることだなというふうに思っています。

それと、総務文教で、これは大きな町です

けれども、立川市に視察に行ったときに、バ

スが来て車いすの方が１人で待っていて、当

然と言ったらおかしいけれども、私たちはま

だなれていませんね、車いすの人が１人で

待っていて、そうしたらちゃんと運転士さん

が来て、バスも違うのでしょうけれども、

すっと乗せることができた。本当にちょっと

感激をしましたけれども、そういうまちづく

りが目標になるのではないかなというふうに

思っています。

その辺のところで、今すぐ変えろというこ

とはないのですけれども、そういうデマンド
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について町長の考えがありましたら、再度お

聞かせ願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域の公共交通をど

う守るかということで、国の補助をいただい

て、国交省だったと思いますけれども補助を

いただいて、平成２１年から２３年までいろ

いろ実証的にやって、いよいよ昨年から実際

の運行に今なっているということでありま

す。

その中で、スクールバスの混乗、一般の方

と混乗できるような方策も考えてきました

し、また、デマンド型の交通ということで、

タクシーを、福祉バスを走っていた時代があ

りまして、それをやめることによってタク

シーを使ったデマンド型、要するに予約をし

て使っていただくということも昨年の１０月

だったと思いますけれどもスタートさせまし

た。

そのほか、いろいろな取り組みをして年

間、今９,０００万弱ぐらい公共交通、足を

守るということでやっております。

それで、国は補助制度をつくるということ

でありますけれども、何でもかんでも補助が

あるからということではなくて、地域に合っ

た形で、その地域に合った方法がやはり求め

られると思いますので、そういった意味では

３年間の実証をしたということの、この実績

をもとに実際の運行に入っているわけですか

ら、何とかしてこれを軌道に乗せて、ワンコ

インも多くの方に乗っていただきたいし、デ

マンド交通も乗っていただきたい、混乗バス

にも乗っていただきたいということでありま

すので、これもまず軌道に乗せることが喫緊

の課題だと、そのようなふうに思っておりま

すので、御理解をいただきたいなと、そのよ

うに思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そうですね、地域

交通の確保に地域交通活性化協議会でそのワ

ンコインバスの実証実験をやって１年目はど

こを通すとか、峠の湯に行ってみるとか、い

ろいろなことをやったというのは私も認識を

しています。

議会の一般質問でも私も峠の湯まで走らせ

てくれとか、いろいろほかの議員も取り上げ

たり何かしています。

今、そういう試行錯誤の中で今があるとい

うことも十分、理解していますけれども、今

走っている町内の巡回バスも古くなるときも

あると考えますし、ちょっと朝早くはやはり

ある程度乗っていますけれども、昼などはや

はり余り乗っていない時期、それでも同じ大

きさでよいのかとか、今後に対してまだいろ

いろ課題が見えてくるのではないかなという

ふうに思っています。

住民の方の話ではやはり、大きなバスでな

くてもいいから、もっと近くまで来てほしい

という声もありますので、今後、これから研

究していくということですので、これ以上の

質問はしませんけれども、これから私たちが

今、まだ免許持って走れる時代はいいのです

けれども、やはり免許を返上するという方

が、返上するということも勇気を持って返上

するという形になるのですね、何か事故を起

こしてからだと大変ですから、そういう面で

は町の中に出ていく、今、病院や何かにもと

まっていますので本当に便利になりましたけ

れども、そこへ行くまでが結構、大変という

地域もありますので、次回の見直しに向けて

また、いろいろな課題を探っていただきたい

というふうに思っています。

そのことに対して、町長にもう一度答弁を

いただいて終わりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌の規模ですと、

予約して予約型のバスというのはなかなかな

じまないのかなという思いはちょっと持って

います。

それで、昨年の１０月からタクシーによる

デマンド交通というようなことで予約を入れ

て、それに乗って町に来たり、戻ったりする

というようなことをやっておりますので、も
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うちょっとこれの実績をやはり見て、やはり

新しいものをやるとするとどこかをスクラッ

プしてこないと、なかなか難しい部分もあり

ますので、例えば町全体をデマンド型にする

ということになると、これまた大変なこと

で、ワンコインと一緒になって、競合してし

まうというようなことにもなりかねないと思

いますので、ワンコインはワンコインでやは

り今のところを守らなければいけないなとい

う思いでいますので、いずれにしろ３年の実

証をやってきた、これはもう多くの皆さんの

声を聞いて、今の形になっているので、まだ

まだと言われるところもありますけれども、

まずこれの定着をして、その中から課題を少

しずつ見出して、次の新しい高齢化にふさわ

しい公共交通体系をやはり守っていかなれば

いけないと、そのようなふうに思っていると

ころであります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ちょっと終わると

言ったのですけれども、もう一度。

私もそのデマンドが可能なのは小さな町で

はないかと思ったのですけれども、いろいろ

調べると結構、大きな町もやっているという

ことですので、今後においてさらに研究した

り、そういうところに職員を派遣したりなど

して研究していただきたいなというふうに

思っています。これで、デマンド交通を終わ

ります。

教育委員会のほうの専門学校生の学費支援

についてに入ってまいります。

答弁では、予算が成立して具体的に事業の

詳細が示されたら高校や関係者に情報を提供

していきたいというふうなことなのですけれ

ども、８月９日の新聞報道では来年度から生

活保護世帯の学生らに対して支払った額の一

部、または全部を学校を通じて支給する考え

だというふうに、こうした支援は初めてであ

るというふうに出ています。

文部省の有識者検討会が８月８日、給付制

度の新設を提言する中間をまとめ、案を出

し、８月末に発表の概算要求に盛り込まれ

る、仮に収入３００万円の世帯が対象になれ

ば、給付を受ける学生は１０万人と見込まれ

る。専門学校は全国に２,８１１校あり、約

５９万人が在籍しています。

現在、半分ほどの専門学校で成績優秀者ら

に対する授業料の減免措置があるが、新制度

では学校が低所得者の授業料を減額した場

合、さらに学生が支払う残りの授業料を国が

一部か全部を給付する仕組み、来年度のス

タートに向けて制度を利用する学校を募る予

定だというふうにありました。

教育長は十分、日本の子供の貧困率という

のも知っているかと思いますけれども、日本

の子供の貧困率は１５.７％と高く、おおよ

そ６人に１人の子供が貧困状況にあり、ひと

り親世帯の児童は５１％が貧困である、家庭

の収入の格差は教育機会の格差に直結し、そ

の後の進路と所得の格差に影響する、これを

貧困の連鎖というふうに言われています。

町でも奨学金制度がありまして、高校、専

門学校、大学生に対して貸し付けしています

けれども、オホーツク圏というのは高校は別

として、専門学校、大学に行こうとすれば札

幌圏まで行かなければならない。学校を決め

る、部屋を借りる、学費と生活費と本当に大

きなお金がかかるという現実があります。

しかし、入学して落ち着けば、全部とは言

いませんけれども、かなりの子供たちがアル

バイトなどをして、頑張る子供が大変多い。

私は高校を卒業して出ていくところが一番お

金がかかる時期ではないかなというふうに

思っています。

制度がはっきりしないとのことですけれど

も、明確になり次第、教育委員としても役割

があればやってほしいというふうに思ってい

ます。

例えば、１回生徒が払った額を払い戻して

くれるというような例えば制度になったとき

に、その１回払うということ自体が、もう大

変なことなのです。この辺がまだはっきりし

ないと言えばはっきりしないのですけれど
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も、高額医療制度のように払わなくても後で

学校を通して入ってくるとか、そういうふう

に一端、自分の懐から大きなお金を出すとい

うことは、非常に門出と一緒にそういうこと

があると大変だなということで、私はその辺

が一番、いい制度だけれども心配していると

ころなのです。

こういうところにその奨学資金制度を一時

借り入れをしてあげるとか、奨学金制度も借

りて、去年の実績も見させていただきました

けれども、まだ余裕があるなというふうに

思っているのですけれども、その辺のとこ

ろ、確定していないので非常にこれは答えづ

らいかもしれませんけれども、教育長、何か

ありましたら、答えるところがあれば答えて

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 答弁では、今、確

定していないのでなかなか中身が見えてきま

せんという答弁をしております。

ただ、方向性については、議員が今、おっ

しゃった中での専修学校生の経済支援のあり

方の中間的まとめの中で、ある程度、こうい

うふうになるだろうというような形は見えて

おります。

ただ、要は最初に入るときに、結局、そう

いう制度が仮に国会を通って決まったとして

も、早く決まればいいのですけれども、なか

なか新年度に入ってしまうのではないかとい

うふうに思っております。

ですから、最初に払うお金、例えばその報

告書の中でいけば、例えば私立の専門学校に

おいては、当初払う年間の納付金といったら

大体１１０万円ぐらい、そのお金をどう用意

するかというのはやはり大変なことなのかな

というふうに思っております。

その部分が後でというよりも、もともと専

門学校というのは所轄官庁が都道府県という

ことで、本当に国が所轄官庁であれば直接、

私学助成みたく、直接、学校がその生徒に減

免をしたときに、その分を経常的経費という

ことで入ってくるのですけれども、都道府県

の場合はそういうシステムになっていないの

で、それを何とかそういうシステムにしよう

というような感じがする内容が書いてありま

す。ということは、やはり入ってくるのは後

というか、そういう形になるのかなと思って

おります。

その部分、何とかならないかという部分に

ついてはちょっと今、思い当たるところがあ

りません、残念ながら。

ただ、今、美幌高校をちょっと見てみれ

ば、２５年度の状況を見ますと卒業生、大

体、２５年度１３５名いますけれども、専門

学校に３３名行っているということで、２

４.４％、この報告書の中でいけば、先ほど

学校数と学生数は岡本議員おっしゃっており

ましたけれども、全体でいけば約２割の高等

学校からそこに行っているということでいけ

ば、大体同じぐらい、ちょっと美幌が多いの

かなというふうに思っております。

そういう意味では、こういう制度がきちん

と認められて、国の予算も概算要求では非常

に少ないお金を見込んでおります。大体、対

象人数を４,０００人の４億７,１００万、も

うちょっと何かこれだけ注目されているもの

であれば、ふやしていただければというよう

な気はしますけれども、求められた質問と回

答になっていませんけれども、よろしくお願

いします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） そういうふうに先

ほどの繰り返しになりますけれども、１回お

金を用意して、部屋を決めて、学校を決める

までにもお金がかかるということで、奨学金

制度もありますけれども、本当にひとり親家

庭などでも高校までは何とか、その先が見え

ないということで、私はその辺で今後もいろ

いろとやっていただきたいなと思いますけれ

ども、例えば奨学金制度も毎月貸すものと、

それからどんと１回で貸すものとやっている

と思うのですけれども、自分はもう経済的に

大変だから学校は諦めたとかという、そうい
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う生徒もいるようなのですけれども、実際に

私も聞いたことがありますけれども、やはり

中学のときから、広報などでは常に奨学金の

制度は載っているのですけれども、やはりそ

の子供に中学校のときにもう、そういう制度

があるよと、それが万全ではないかもしれま

せんけれども、やはり子供の目に触れさせ

る、親との会話ではそういう、例えば奨学金

制度があるから大丈夫だよとか、そういう話

は店先で何かはよくしたりするのですけれど

も、やはり子供の目に触れさせて、早い時期

からやはり子供が目的を持って一生懸命勉強

するような形とか、高校生に対してもそうい

う早く一人一人に目を触れさせるということ

もすごく大事ではないかなというふうに思っ

ています。

奨学金制度も何年か前に見直したりなどし

て、返済期間も卒業時からすぐではなくて、

半年とか猶予を与えるとか、いろいろ工夫さ

れてはいますけれども、まだまだ、本当に経

済に困窮した子供たちには出だしが大変なの

かなというふうに思っております。

本当に私もいろいろな子供たちも知ってい

ますけれども、行ったら本当に都会ですから

いろいろなアルバイトがあって、きちんとア

ルバイトをして、結構な金額稼いでちゃんと

やって卒業するのです。

だから、本当にそういうことを見るにつ

け、出だしのところで何とか応援することが

できないかなというふうに思っています。

それと、地元の美幌高校は、やはり魅力あ

る学校、生き残りをかけて地域に愛される学

校をつくり､教育長もいろいろと応援してい

ただいて、管内あちこち生徒募集で歩いてい

ただいたということをお聞きしていますけれ

ども、そういう面でも町内学校として何か特

別な応援ができたらいいなと思いますので、

すぐとは言わないですけれども、いろいろと

考えていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） これだけ少子化に

なったときに、やはり子供たちが少なくなっ

ていく、その子供たちがこれから本当に地域

を担っていただくという部分においては、そ

ういう進学の機会があれば、それをかなえて

あげることが大切なことなのかなというふう

に思っております。

高校ともいろいろな面で協議をしておりま

す。教育委員会と学校とは結構、しょっちゅ

う行き来しておりますし、あと、教育委員と

学校長との懇談をやったり、そういった中で

本当に子供たちを支援する方法がどういう方

法があるかというのをよくお互いに全部整理

してみて、本当に今、学校へ行こうという強

い意志があれば、いろいろな支援を受けられ

る方法があります。

ただ、奨学金みたく中には免除される部分

と全額返さなければいけない、それから最初

にぼんと借りて、それを最終的に卒業後に払

うような負債を背負うような方法もありま

す。

ですから、どちからというと、今までは学

力が優秀だという部分の面から、そうではな

くて、やはり何らかの生活というか、家庭の

事情で行けない子供たちに対して、子供とい

うか生徒たちに対してどうするかということ

も含めていろいろ調べた中で、整理をして、

協議をして、そういう情報を地元の子供たち

には知ってもらう努力はしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） よろしくお願いい

たします。

それと最後に食物アレルギーについて質問

していきます。

私も道教委のアレルギー調査の結果につい

ては大変、驚いているのです。というのは、

ただ単にですけれども、自然環境に恵まれて

いる、どちらかというと湿気のない住環境と

か、生活環境でどちらかというと一軒家に住

んでいることが多かったり何かして、住環

境、それから自然環境にも整っているところ

に育っている子供たちというふうに認識して

いましたので、確かにきのうの話ではないで
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すけれどもシラカバは多いですけどね。そう

いう意味で丈夫だと言われていた子供たちが

というふうにして意外な一面というと、それ

とまた答弁で道内のアレルギーを持つ子供た

ちが全国平均を上回っている理由がわからな

いので、専門的見地で今後も調査するという

ことで、一定の安心はしています。

行政報告の中で、食物アレルギーのある生

徒の実態の情報が学校給食センター、教育委

員会で共有されていなかったというふうにあ

りましたけれども、私は教育委員会としまし

てもやはり小学校、中学校生徒だけでなく

て、子供が産まれたときからの追跡調査、追

跡情報が今後、必要になってくるのではない

かなというふうに考えます。

乳児期、幼児期、就学前といった、その情

報の共有が必要ではないかなというふうに感

じています。

保育園など給食を提供しているところは個

人の食物アレルギーについて父兄から把握し

ているのではないかなというふうに思ってい

ますけれども、幼稚園などはどうなっている

のかなと。お弁当を持っていくようなところ

はアレルギーの情報はどうなっているのかな

というふうに考えています。

１人の子供のアレルギーをその乳児期から

ずっと追跡して、そういう情報を持って学校

へ上がるような仕組みづくりが必要ではない

かなというふうに思っています。今、もうや

ろうとしているのかもしれませんけれども。

例えば、私たちが病院に行ったときにいろ

いろ今は聞かれますよね、薬はどんなのが合

わないのかとか、食物アレルギーがあるのか

というふうに、そういうことを聞かれますけ

れども、毎回毎回聞かれる、いろいろな病院

にかえたときに聞かれるということは、やは

りアレルギーの情報というのは重要なのだな

というふうに思っていますので、その情報の

共有というところで今後の教育長の考えをお

聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 生まれたときから

子供のアレルギーの部分については、アレル

ギーだけではなく、どういう状況であるかと

いうのはきちんと追跡する部分というのは大

切だというふうには、それは思っておりま

す。

アレルギーの部分で、行政報告の中で町長

のほうから皆さんにおわびをいただいた部分

については、本当に皆様に心からおわびを申

し上げたいというふうに思っています。

その中で書いてあったことは、学校給食の

部分については、学校給食センターの中では

きちんとアレルギー調査というのはするので

す。

それから学校によってはどうかというと、

今までは健康カードというか、子供たちの健

康状態を書く中にアレルギーという欄があっ

て、そこに食物アレルギーを書くというふう

になっております。

それがちゃんと一括して、先ほど言ったよ

うに情報の共有がされているかといったら、

なかなかそうではない。それぞれ立場の中

で、学校と連絡はきちんとしているのですけ

れども、給食を提供するに当たっての本当に

必然的なアレルギーはきちんと調べたりはし

ているのですけれども、もうちょっと幅を大

きくして、この子は何と何のアレルギーを

持っていて、そして給食においてはこれと、

これとはだめですとか、そういうものの関連

がやはりきちんとされていなかったと。

それで、国も一つの方針というか、平成２

０年に学校のアレルギー疾患に関する取り組

みガイドラインを出して、その中で学校生活

管理指導票、いうならば一つのルールに沿っ

た情報をきちんと整理していこうということ

を試みたのですけれども、なかなか進んでこ

なかったと。

今、道教委もやろうとしているのは、まさ

に学校生活管理指導票というものを標準にし

ようということ、ただ、その中で問題がある

のは、そのアレルギーの疾患の状況は医者が

やはりひとつ判断してもらわなければ、例え

ば親の思いでこうだよと書くことができない
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というか、そのためにはやはり医者の診断を

受けるということで文書料を払ったり、新た

にまた病院にかかったりという、お金がかか

ることに対して、なかなか今、子育てをして

いる親御さんにしてみれば何千円かの話なの

ですけれども、それを出すのが非常に難しい

という状況がある。

ですから今回、道教委の中で８月６日に公

表で、私どもには８月７日のほうに意見徴収

ということで来ました。その中で、今、お話

ししたようなことは書かさせてもらいまし

た。

いうならば、それを進めるのはいいのです

けれども、それにかかるお金も何か考えてや

らないと単純には済みませんよということ

で、今、非常に北海道のほうはそのことを一

生懸命、今、何か方法はないかということで

考えております。

その基礎資料の参考資料ということで、町

立病院、きょう大村事務長いますけれども町

立病院でひとつの算定を参考資料として、参

考にしながら今、道のほうではいろいろ考え

ていることだと思います。

ですから、何とかそういう一つのルールに

基づいた整備ができればいいかなというふう

に思っているのですけれども、では具体的に

それを親御さんたちが負担、負担なくとは言

いませんけれども、何とか応援してくれる範

囲内で納まるようなものを道と、それから町

というか、教育委員会としてもいろいろ知恵

を絞って考えていきたいというふうには思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） よほど本当にひど

い症状があればそういうふうに子供を連れて

病院行くことがあるのかもしれませんけれど

も、軽い症状であればお金がかかるというこ

とですか。

ただ、今、国保病院には小児科のいい先生

が来ておりますので、大変、心強いと思いま

すし、教育委員会だけでなくて、そういう連

携をとりながら何とかいい方向に進んでいっ

てほしいなというふうに思っています。

私の知っている乳児期に小麦がだめだった

のですけれども、やはり免疫力がついたり何

かして大丈夫になったと。

ただ、同じ子供でも直ったと思うけれど

も、体調の悪いときや何か、寝不足のときと

か、風邪気味のときにやはり強く出るという

ことがあります。

例えば、先ほど給食の話が出ましたけれど

も、体調の悪いときは無理して、ちょっと苦

手な給食を残すということは今は可能と言っ

たらおかしいけれども、それはもう十分、可

能なことですよね。昔はやはり給食を残して

はだめとかという、そういう指導をしていた

時期があったのですけれども、今はそういう

指導はしていないかどうか、ちょっとお聞き

します。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 無理やり食べさせ

るということはしておりません。

やはり、自分は何を食べると非常に問題と

いうか、食物アレルギーであれば何かという

ことをはっきりやはり親御さんが知っている

だけではなくて、生徒、児童、低学年は

ちょっと難しいところがあるのですけれども

知る必要があると。

今回の事故の中で、道教委のそういう大き

な学校給食をいうなら指導する立場の方が学

校給食においては素材をわかるようにつくる

ようにしてほしいということです。

例えば、家庭ではきらいな物を食べさせる

ためにわからないで入れる、でも学校給食に

おいては素材をはっきりわかるようにつくれ

ば、これは私、僕はアレルギーだから食べま

せんよと、そういうことをきちんとさせるよ

うにさせてほしいという、いろいろな助言を

いただいたりもしております。

そういう意味では、ちょっと言葉は悪いで

すけれども、命をはって学校給食を食べてほ

しくないというのが本音であります。

ですから、逆に言ったらやはり自分にとっ
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て何が食物アレルギーということをきちんと

自覚した中で、私どもは除去食ができていま

せんので、その中できちんと個々の中でやは

り対応をしていただく努力もしてほしいなと

いう気がします。なかなか全てはこちら側で

できていない部分はあります。

○８番（岡本美代子君） これで質問を終わ

ります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、８番岡本美

代子さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を３時５０分。

午後 ３時３８分 休憩

────────────────

午後 ３時５０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 承認第９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 承認第９

号専決処分の承認についてを議題とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の３ページ

をお開きいただきたいと思います。

承認第９号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので報告し、

承認を求めるということで、次の４ページを

お開きいただきたいと思います。

専決処分書。

栄森地区草地崩落に伴う保安林指定調査の

ため、急を要するので、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、次のとおり専決処分

をする。

平成２６年８月１３日。

美幌町長土谷耕治。

記以下につきましては、次の５ページから

御説明を申し上げます。

平成２６年度美幌町一般会計補正予算（第

２号）について御説明申し上げます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、５月２日に発

見をいたしました栄森の草地崩落の対応策に

ついて関係機関、関係者と協議を積み重ねて

きた結果、民有林の保安林指定により、道が

年度内に治山事業を実施することとなったこ

とに伴いまして、保安林指定に向けた調査業

務を美幌町が喫緊に実施する必要となったこ

とから、業務委託料の補正を行ったものであ

ります。

なお、５月下旬に実施した河川への土砂流

入防止緊急修繕及び本調査委託料につきまし

ては、原因者に応分の負担を求めることとし

ておりますが、負担割合は今後の協議事項と

なっているために、現段階での予算の財源は

一般財源としているものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ２０８万１,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ９９億４,５１７万３,０００円

とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

それでは、１５ページをお開きいただきた

いと思います。

歳出でございますが、農林水産業費、林業

費の林業振興費、治山林道施設整備推進事業

費の増、業務等委託料、栄森地区保安林指定

調査業務委託料ということで、新規に２０８

万１,０００円の補正をいたしたところでご

ざいます。

保安林の指定に向けまして、保水力、ある

いは森林現況、あるいは地番などを調査いた

しまして、保安林の指定の必要性を見きわめ

る業務でございます。

これらの業務を委託し、本調査後、保安林

の指定申請を行うものでございます。

次に、１３ページにお戻りいただきたいと

思います。

以上、御説明を申し上げました、どうかよ

ろしくお願いをいたします。
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○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第９号専決処分の承認につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立願

います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決定

しました。

─────────────────────

◎日程第４ 同意第２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 同意第２

号美幌町教育委員会委員の任命についてを議

題とします。

直ちに、提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 同意第２号美幌町教

育委員会委員の任命について御説明を申し上

げます。

本町、教育委員会委員沖田滋氏は、平成２

６年９月２８日をもって任期満了となるの

で、次の者を任命いたしたく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の

規定により、議会の同意を求めるという内容

でございます。

記。

住所、美幌町字大通北１丁目１２番地。

氏名、沖田滋さん。

生年月日、昭和２６年１０月１１日生まれ

でございます。

以上、御説明を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、同意第２号美幌町教育委員会委

員の任命についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、同意することに賛成の方は起立願

います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本件は、同意することに決定

しました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第３９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第３

９号工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案の１７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第３９号工事請負契約の締結について

を御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するもの

とする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

申し上げますので、参考資料の１ページをお

開きいただきたいと思います。

資料１、議案第３９号関係。

美幌博物館冷暖房換気設備改修工事であり

ます。

工事の場所は、美幌町字美禽２５３番地の

４。

工事の概要は、記載のとおりでございま

す。

入札年月日は、平成２６年９月４日。

指名業者は四ツ輪・明成特定建設工事共同

企業体外記載の３共同企業体であります。

契約金額、５,８９６万８,０００円。

なお、落札率は９７％であります。

契約の相手方、四ツ輪・明成特定建設工事

共同企業体。

代表者、網走郡美幌町字仲町１丁目１４３

番地、株式会社四ツ輪工業、代表取締役横山

喜義であります。
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契約保証金、免除。

契約年月日、議決後本契約によります。

工期、契約の日から平成２７年３月３１日

まで。

本日、１７日に議決いただき、契約いたし

ますと、１９６日間となります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第３９号工事請負契約の締

結についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第４０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議案第４

０号北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

議案第４０号北海道市町村職員退職手当組

合規約の変更について御説明を申し上げま

す。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を次

のとおり変更するということで、変更内容に

つきましては、参考資料で御説明いたします

ので、参考資料の２ページをお開きいただき

たいと思います。

資料２、議案第４０号関係。

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

について。

改正目的でありますが、新規に加入する団

体が生じたことから、北海道市町村職員退職

手当組合規約を変更しようとするものであり

ます。

改正内容は、根室北部廃棄物処理広域連合

が新たに加入することに伴い、北海道市町村

職員退職手当組合規約別表の変更でございま

す。

根拠法令につきましては、地方自治法。施

行日は、総務大臣の許可の日からということ

でございます。

以上、御説明いたしましたので、どうかよ

ろしくお願いいたします。

なお、参考資料の３ページから５ページに

新旧対照表を添付しておりますので、御参考

にしていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４０号北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第４１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 議案第４

１号平成２６年度美幌町一般会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 議案の１９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。
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議案第４１号平成２６年度美幌町一般会計

補正予算（第３号）について御説明申し上げ

ます。

平成２６年度美幌町の一般会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ２,７０１万２,０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ９９億７,２１８万５,００

０円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更及び追加は、

第２表債務負担行為補正で御説明を申し上げ

ます。

それでは、２２ページをお開きいただきた

い思います。

第２表、債務負担行為補正について御説明

申し上げます。

まず、事項の１点目、庁舎・別館ＬＥＤ照

明借上料、補正前２６年度から３１年度にか

けて、限度額５３４万３,０００円の予算で

ございますが、当初予算時においては、経済

産業省の補助事業の採択を期待し、５年リー

スによって本庁舎及び別館の照明をＬＥＤ化

することで計画をしていたところでございま

すが、補助採択が困難となりましたことか

ら、単年予算により安価で実施しようとする

もので、今回、予算の組みかえを単年予算に

行おうとするものでございますので、補正後

は債務負担行為の補正をなくしたいというも

のでございます。

次の町民会館改築基本設計委託料につきま

しては、新たに２６年度から２７年度、２年

間にかけて限度額は１,６６６万８,０００円

の予算をお願いしたいというものでございま

す。

この事業につきましては、６月定例町議会

で予算補正後、発注に際しての町の基本方針

を固めるために時間を要し、また広く町民の

意見を徴収するため、十分な委託期間を確保

することが望ましいとの判断から、委託業務

期間を２７０日間確保し、よって予算につい

て債務負担行為の補正をお願いしたいという

ものであります。

なお、予算額につきましては、平成２６年

度分が現行予算の前払い金相当額、これは３

割でございますが、７１４万４,０００円と

いたしまして、平成２７年度分が残りの１,

６６６万８,０００円とし、今回、平成２６

年度分の減額と平成２７年度分の債務負担行

為の予算化をあわせてお願いをしたいという

ものでございます。

次に、３１ページをお開きいただきたと思

います。

歳出でございます。

財産管理費の庁舎管理事業費の増、修繕料

５６７万円の増と機械等借上料７０万６,０

００円の減額につきましては、今、債務負担

行為補正で御説明いたました本庁舎及び別館

の照明器具のＬＥＤ化の予算の組みかえで、

単年の修繕により予算ベースで３７万９,０

００円の減額を見込んで予算の組みかえでご

ざいます。

次の段、政策推進事業費の増、積立金２８

７万円の増額補正でありますが、これは５月

１日から７月３０日までの間にいただきまし

たふるさと寄附金２８０件、２９２万円のう

ち使途指定のない２７３件、２８７万円をふ

るさとづくり基金へ積み立てをしようとする

ものでありまして、年度末残高の見込みはこ

れによりまして８,３０６万４,０００円とな

る見込みでございます。

次の段、電算管理事業費の増、業務等委託

料、社会保障・税番号制度対応システム作成

委託料４２４万円の新規補正でございます

が、これにつきましては平成２８年利用開始

予定の通常言われておりますマイナンバー制

度に対応する団体内統合あて名システム作成

の委託分でございます。

次の負担金、社会保障・税番号制度中間

サーバー利用負担金９８万１,０００円の新

規増額補正でございますが、同じくマイナン
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バー制度に対応する地方公共団体情報システ

ム機構が全国２カ所に整備する中間サー

バー、あるいは端末機の設置のほか、システ

ム設計開発費、ソフトウエア購入費等にかか

る美幌町の負担分でございます。

次の段、税務徴税費、一般事務費の増、業

務等委託料、社会保障・税番号制度対応シス

テム作成委託料４５８万２,０００円の増額

補正でございますが、これにつきましてもマ

イナンバー制度に対応する地方税システムの

作成及びシステム改修の委託分でございま

す。

次の段、戸籍住民基本台帳事務費の増、業

務等委託料、社会保障・税番号制度対応シス

テム作成委託料６０７万３,０００円の増額

補正でございますが、これも同じくマイナン

バー制度に対応する住民基本台帳システムの

作成及びシステム改修委託分でございます。

次に３３ページをお開きいただきたいと思

います。

一番上段であります統計調査事業費の減６

万５,０００円でありますが、各報酬から燃

料費まで増減させておりますが、全国消費実

施実態調査にかかる市町村委託金の交付額が

示されたことに伴う所要の補正を行おうとす

るものでございます。

次の段、社会福祉総務費、一般事務費の

増、積立金４万円の増額補正でございます

が、これはふるさと寄附金のうち、福祉目的

に使途指定のあった６件、４万円の福祉基金

へ積み立てをしようするもので、これにより

まして年度末の福祉基金の残高は３億３,５

８４万１,０００円の見込みでございます。

次の段、他会計負担事業費の減、繰出金、

後期高齢者医療特別会計繰出金、１２３万

９,０００円の減額補正でございますが、こ

れにつきましてもマイナンバー制度に対応す

るシステムの作成及びシステム改修にかかる

一般財源分、２８万４,０００円の増額と１

０月１日以降、高齢者肺炎球菌ワクチンが定

期接種となるため、一般会計への予算の組み

かえ１５２万３,０００円の減の分でござい

ます。

次、介護保険特別会計繰出金５２万２,０

００円の増額補正でございますが、これにつ

きましても同じくマイナンバー制度に対応す

るシステムの作成及びシステム改修にかかる

費用の一般財源分の増額補正でございます。

次の段、国民年金事務費の増、業務等委託

料、社会保障・税番号制度対応システム作成

委託料、１１万３,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましても、マイナン

バー制度に対応する国民年金システムの作成

及びシステム改修委託分でございます。

次の段、障害福祉費、一般事務費の増、業

務等委託料、社会保障・税番号制度対応シス

テム作成委託料１３８万７,０００円の増額

補正、これにつきましても同じくマイナン

バー制度に対応する障害福祉システムの作成

及びシステム改修委託料でございます。

次の段、障害者自立支援事業費の増、償還

金利子及び割引料５７７万７,０００円の増

額につきましては、平成２５年度の自立支援

給付費、医療費確定に伴う国庫返還金及び医

療費の道費返還金でございます。

次、３５ページをお開きいただきたいと思

います。

上段、子ども発達支援センター事業費の

増、保険料４,０００円と幼児ことばの教室

設置事業費の増、保険料４,０００円の増額

につきましては、いずれも利用者増に伴いま

す傷害保険料の増額で５名ずつの増員となっ

たものでございます。

次の段、児童手当支給事業費の増、業務等

委託料、社会保障・税番号制度対応システム

作成委託料１６１万２,０００円の増額補正

につきましても、マイナンバー制度に対応す

る児童福祉システムの作成及びシステム改修

分委託分でございます。

次の段、他会計負担事業費の増、繰出金、

個別排水処理特別会計繰出金２０６万７,０

００円の増額補正でございますが、平成２５

年度分消費税及び地方消費税確定に伴う公課

費の減５３万２,０００円と個別浄化槽設置
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工事費の増額ということで、本年度計画の１

０戸にかかる流末処理費用増に伴う一般財源

分、２５９万９,０００円の増額分でござい

ます。

次の段、感染症対策事業費の増、業務等委

託料、エキノコックス症検査委託料、２６万

５,０００円につきましては、平成２５年度

から自己負担の無料化、また平成２６年度か

ら特定健診対象年齢を３５歳以上から２０歳

以上に拡充したことなどから、受診者が増と

なり、当初３８０人見込んでおりましたが、

６３７人になる見込みということで、２５７

人の増ということで今回、増額をお願いをし

たいというものでございます。

次、予防接種事業費の増、業務等委託料、

個別予防接種委託料７０１万１,０００円の

増額でございます。これにつきましては、ま

ず１点目、水痘ワクチンにつきまして、１０

月１日より１２カ月から３６カ月未満児が２

回の定期接種となり、経過措置として平成２

６年度に限り３６カ月から６０カ月未満児が

１回目のみ定期接種となったところでありま

すが、本町といたしましては３６カ月から６

０カ月未満児についても重症化防止はもとよ

り、軽症化防止も図りたく町単費により平成

２６年度に限り３６カ月から６０カ月未満児

の２回目の接種を実施することとしたいもの

でございます。

定期接種４４８回分、単費の１４０回分、

単価１回当たり７,５６０円で予算額４４４

万５,０００円を増額補正したいものでござ

います。

２点目は、高齢者肺炎球菌につきまして、

１０月１日より定期接種になるところでござ

いますが、６５歳の高齢者及び平成３０年度

まで５歳ごとの節目について対象となったと

ころであります。

一般会計で、これにより予算化をするもの

でございますが、平成２５年度から本町単独

で実施してきております後期高齢者について

も本年度実施したいことから、あわせて２５

６万６,０００円を増額をしたいものでござ

います。

次の農業委員会費、事務局費の増、業務等

委託料、農地台帳システム整備委託料３２４

万円の新規予算化でございます。これにつき

ましては、農地法の改正により農地台帳の公

表が法定化されたことに伴いまして、基準を

満たす農地台帳システムを整備しようとする

ものでございます。

なお、補助率につきましては、１０分の１

０でございます。

次の、環境保全型農業直接支援対策事業費

の増、消耗品５,０００円でございますが、

事務費にかかる補助金が増額となったことに

よる補正でございまして、全額補助金でござ

います。

次、３７ページをお開きいただきたいと思

います。

一番上段、林業推進事業費の増、積立金１

万円の増額補正につきましては、ふるさと寄

附金のうち、森林整備へ使途指定のあった１

件、１万円を未来への森づくり基金へ積み立

てをしようとするもので、これによります年

度末の基金残高は１,７２１万円となる見込

みでございます。

その下の段、町有林造林事業費の増、修繕

料２０万円でございますが、７月２３日、福

住林道で４トントラックが側溝に落ちまして

バンパー等を破損させた修繕料をお願いした

いものでございます。

次の段、公営住宅管理事業費の増、業務等

委託料、社会保障・税番号制度対応システム

作成委託料１５万９,０００円の増額補正で

ございますが、これにつきましてもマイナン

バー制度の対応に対応する住宅使用料システ

ムの作成及びシステム改修委託料でございま

す。

次の段、町民会館維持管理事業費の減、実

施設計等委託料、町民会館改築基本設計委託

料、１,６６６万８,０００円の減額補正でご

ざいますが、これにつきましては第２表債務

負担行為で御説明しましたとおり、平成２６

年度の予算は前払い金相当額ということで、
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７１４万４,０００円とすることから、残り

の１,６６６万８,０００円を減額をしようと

するものでございます。

一番下の段、図書館費の活動促進事業費の

増、消耗品費５万円の増額補正につきまして

は、７月９日、美禽にお住まいの中山千津子

様から６月２２日に御逝去された夫、勝義様

が生前図書館にお世話になったお礼といたし

まして、図書館に５万円の御寄付をいただき

ましたので、図書の購入をしようとするもの

でございます。

次に、３９ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上段であります、スポーツ振興事業費

の増、補助金、全国、全道競技大会選手派遣

補助金１３２万９,０００円の増額補正でご

ざいますが、少年団を中心に予想を上回る活

躍がありまして、今後もさらに冬期スポーツ

での活躍が見込まれるため、所要の増額補正

をお願いをしたいというものでございます。

なお、８月末の執行済み額はおおよそ約１

５０万円でございまして、当初２００万円の

予算を組んでいるものでございます。

次の屋内体育施設維持管理事業費の増、臨

時職員賃金５万１,０００円の増額補正でご

ざいますが、これはコミュニティーセンター

大集会室、体育館の耐震工事に伴いまして、

卓球の利用について当初はスポーツセンター

での対応を予定しておりましたが、指定管理

者との協議の結果、他のスポーツとの間で危

険性が伴うために、１１月と１２月の土曜日

の夜間、計９回をあさひ体育センターで受け

入れすることとし、それに伴います管理人賃

金を増額補正をお願いしたいというものでご

ざいます。

一番下の段、学校給食運営事業費の減、賄

材料費３０６万４,０００円の減額につきま

しては、６月３０日に発生いたしました体調

不良症状事案により、８日間、給食を停止し

たことによる減額及び廃棄食材による減額で

ございます。

その下、手数料２２万７,０００円の増額

補正につきましては、原因究明のためのアレ

ルギー検査手数料２１名分の検査手数料でご

ざいます。

それでは、次に歳入を御説明いたしますの

で、２７ページにお戻りいただきたいと思い

ます。

歳入でございます。

上段から５段目までは歳出の各費目で御説

明をいたしましたマイナンバー制度に対応す

る各システムの作成及び改修にかかる国庫補

助金でございます。

次、その下、農業費補助金、環境保全型農

業直接支援対策事業補助金の増と農地台帳シ

ステム整備事業補助金、５,０００円及び３

２４万円につきましては、歳出で御説明いた

しましたが、補助率は１０分の１０でござい

ます。

一段飛びまして、女満別空港ビル出資配当

金６０万円の増額補正でございますが、これ

は町が出資しております４００株の平成２５

年度分配当金で、昨年度と同額の１株当たり

１,５００円の配当が決定したものでござい

ます。

その下、不用物品売払代の増２５万円でご

ざいますが、これはグリーンビレッジの畜産

加工室の機械の売り払い代で、利用要望のな

い畜産加工室を廃止いたしまして、農産加工

室として用途変更するための不用品の売り払

いでございます。

その下の段、ふるさと寄附金の増、２９２

万円につきましては、平成２６年５月１日か

に７月３０日の間にいただきました２８０件

のふるさと寄附金でございます。

その下の図書費寄附金の増５万円につきま

しては、歳出図書費で御説明いたしました美

禽の中山千津子様からの御寄付でございま

す。

次、２９ページであります。上段、前年度

繰越金の増、５０２万９,０００円の増額で

ございますが、今回の補正に要する一般財源

を前年度繰越金に求めるものでございます。

次の段、小学校給食費の減、２１１万円の
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減額と中学校給食費の減、１３８万９,００

０円の減額につきましては、歳出の学校給食

センター費で御説明いたしました８日間の給

食停止に伴います給食費の減でございます。

その下、各種検診料等会計負担金の増、６

９万７,０００円につきましては、エキノ

コックス症検査受診者の増、水痘ワクチン及

び高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種化に伴

う国保会計分の負担金増でございます。

過年度母子保健衛生費等国庫負担金追加交

付金８万１,０００円の増額は、平成２５年

度未熟児養育医療費確定による追加交付分で

ございます。

その下、過年度障害者自立支援給付費等道

費負担金追加交付金６２９万１,０００円の

増額につきましては、平成２５年度自立支援

給付費確定に伴います道費の追加交付でござ

います。

以上、御説明を申し上げましたので、どう

かよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ３７ページです。教

育費、町民会館維持費の今年度の変更のとこ

ろなのですけれども、大きくまず１点目、６

月議会に今後の日程、今後の予定ということ

で議決しておいて、今になって広く町民に意

見を聞くという言葉等があったのですけれど

も、であれば６月のときと今、この計画の中

で議会に説明した後、何が起きて、何の変更

が必要になったのか、なぜそうなったのかを

まずお聞きしたい。

続きまして、日程等が今、ずれているのか

なと思うのですけれども、こうなると基本設

計が終わった後、実施設計が入ると、実施設

計は過疎債を使うのではないかという予定を

お聞きしたのですけれども、そうなります

と、今度、その後、この建物の建築等に入る

のかなと思うのですけれども、今回、この日

程がずれることによって、今後の予定がどの

ように変わるのかというところも重ねてお聞

きします。１回目。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） ６月の補正の時

点で基本設計については年度内の完了という

ことでの御説明をさせていただきました。

その後、基本的な利活用に関する考え方を

まとめ、利用団体、各関係機関、団体と協議

を進めるための基本構想のたたき台といいま

すか、つくるのに庁内の検討の中で８月いっ

ぱいくらいまでかかってしまったという状況

がございまして、当初よりおくれたという部

分がございます。

それによって関係する機関・団体、町民の

皆さんのパブリックコメントも含めて一定期

間を用いて、時間をとってやっていくことに

よって実施設計を２７年度に今、予定したい

ということでございますので、実施設計の期

間も一定程度確保しながらということもござ

いまして、なおかつ基本設計をきちんとやる

ことによって実施設計をやる段階で後手間に

ならないとか、そういうこともございまし

て、しっかり時間をかけてやるということの

中で期間が延びてしまったということがござ

います。

過疎債という部分もございますので、２７

年度の実施設計に影響のないように、一定程

度の早い時期に進められるように考えてまい

るところでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） それでは、再度お聞

きします。

６月議会では、ある程度の構想の中で上げ

たと僕は思っていたのです。それは多分、議

決したときに僕以外の議員もそう思ったのだ

と思うのですけれども、その後というところ

が引っかかるのですけれども、しっかりいい

ものをつくってもらうというのは当然、町民

の声としてはいいことかなと思うのです。

ただ、表現は悪いのですけれども、６月議

会にかけておいてから実はということになり

ますと、では６月議会にかけるときにそこま
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でやっていなかったのか、もしくはやってい

るということの中で、多分、僕は大きく変更

を考えなければいけないのかなと、それでな

ければこの事由が発生しないと思ったので

す。

ですから、再度お聞きしますけれども、６

月時点での構想と現在の中身で何が大きく変

わったことが生じたのか、端的にお答えくだ

さい。

それと、先ほど予算の関係では２７年度過

疎債の予定ということなのですけれども、そ

の辺については、今回のこの基本設計出す日

程上で、特に大きく支障がないのかどうかお

願いします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） １点目の大きく変

わった点ということでございます。

６月に皆様に御提案した部分については、

町民会館の利用については教育委員会が主に

利用として多く使っていきたいという考えを

持っておりまして、その後、内部で協議した

り、皆様の御意見を聞いた中においては、基

本的には今、町民会館を貸し館として使って

いる部分の流れを継承してほしいという意見

が多かったこと、それから当然、びほーると

しての補完をするということには変わりはあ

りませんでした。

それから、その他の利用、いうならば行政

等で使う部分は補完するという部分でいきま

すと、私が当初、指示した部分とやはり修正

をしなければいけない部分に時間を要したと

いうことであります。そのことについては、

本当に私の立場で皆様におわびしたいという

ふうに思っております。

ただ、今いろいろ詰めて、それからいろい

ろな方の御意見を聞く中でいけば、本当に

今、皆さんがこれから利用していく部分につ

いては非常に基本的な部分については時間を

かけさせていただいた分、しっかりと整理さ

れているというふうに思っています。

それから、今後の予定については当然、２

７年度で実施設計を過疎債を予定しておりま

す。それには影響しない形での取り進めとい

うふうに私どもは理解しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 最後になりますけれ

ども、今、教育長から教育委員会の所管の建

物で進めたいということは、６月のときには

よく聞きました。

あえてまた、教育委員会でなくて町長に御

質問しますけれども、当初、建てる建物がそ

ういうふうな建物だというのを聞いていたの

です、僕たちは。僕は議員として。

今、貸し館機能だ、行政の補完だとなりま

すと、駐車場の問題だとか、用途の問題、も

しくはそういう施設がそこに同じ建物を建て

かえるのかという部分が御説明がされていな

いものですから、再度、今の町民会館の建て

かえに当たって、町長の見解を再度お聞きし

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 貸し館機能は、私も

やはり確保すべきだと、その上でびほーるが

新しくなって、多くの方に利用されているの

で、それと機能分担しながらお互いの機能を

生かした形でできるような建てかえをして目

指すべきだということで指示をしてきたとい

うことですので、私の中では一貫して考え方

は変わっておりません。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ３１ページを含むマ

イナンバーのことで、幾つかお聞きしたい。

３点あるかなというふうに思っております。

一つは、利用開始はいつからかということ

であります。

昨年５月にマイナンバー法が成立をいたし

まして、これからマイナンバー記載の通知

カードを国民に送られて、再来年１月から利

用開始を目指すという方向かと思うのです

が、まず日程的なものを確認をしたい。

２点目は社会保障、税、災害の３分野とい
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うことで、今回も出てきているかなというふ

うに思うのですが、利用の分野はどうなって

いるか。行政内部だけでとどまるのかどうか

ということにかかわってお聞きしたい。

３番目は、個人情報の漏洩への対応がどう

なっているかと、この３点であります。

これは３点あるよという通知を申し上げて

１点目からということになるかと思うので、

その３点でまずお聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） マイナンバーの

制度の関係の御質問だと思います。

１点目の利用はいつからかということでご

ざいますが、マイナンバーの通知につきまし

ては、平成２７年１０月に通知カードを送付

するという予定となっております。

それとあわせて、マイナンバーカードであ

りますが、カードの利用につきましては平成

２８年１月からを予定しているところでござ

います。

２点目の個人番号の利用範囲の関係につい

ての御質問だと思いますが、個人番号の利用

範囲につきましては、法の中で定めていると

ころでありまして、基本的には社会保障分

野、それと税分野、災害対策分野についての

利用が法では原則と定められているところで

あります。

これ以外の部分につきましては、例えば地

方公共団体が独自で利用する部分について

は、それは条例で定めて利用するということ

となっております。

３点目の個人情報の漏洩の関係であります

が、個人情報の管理につきましては、国で特

定個人情報保護委員会を設置しておりまし

て、マイナンバーの入っている特定個人情報

の利用につきましては、事前に特定個人情報

保護委員会の中で評価を受けて利用するとい

う状況となっております。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 大江さんは今、３点

と言ったから、本当は１点ずつやったほうが

よかったから、三つ全部、説明してくれたか

ら、大江さんが言って一つ答えていないのは

災害ということをおっしゃっていたのだけれ

ども、その辺は、もし答えられるなら、

ちょっと変則だけれどもあったら言ってくだ

さい、なかったら大江さんの２回目にしま

す。

お話できますか、主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 個人番号の利用

範囲の関係だと思います。

基本的には、社会保障分野、税分野、災害

対策分野に限られるということであります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） それでは順次、お聞

きしたいと思います。

大変、このことについては全国民的な議論

があって日本弁護士連合会も基本的にはマイ

ナンバー法には賛成できないというようなこ

と、あるいは諸外国でも実施したけれどもや

めたと、あるいは方向転換しましたよと、制

限するというような流れの中であります。

したがって、これは一端、作業日程が入っ

たとしてもなかなか難しい問題が出てくるの

ではないかというように思っているので、利

用開始のめどがどうかということで、最終的

には平成２７年１０月から国民に通知カード

が送られて、平成２８年１月から利用開始を

目指すという大きな流れは承知をしています

が、写真入りのカード、個人個人の識別でき

るカード送られた段階で、私はこんなの嫌だ

というふうになってくる可能性が多分にある

というように思いますが、その場合に一定の

ボリュームで拒否されるということを想定し

た場合に、１人や２人、あるいは１,０００

万や２,０００万拒否しても進むと、進める

ということになるのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 通知カードの御

質問だと思いますが、平成２７年１０月に通

知カードとして発送する分については、それ

は写真は掲載されていない通知になっており

ます。

写真を掲載するのは個人番号カードであり
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まして、個人番号カードにつきましては平成

２８年１月から発行することができるように

なりますが、基本的にはあくまでも本人の申

請に基づいて発行をすることとなっておりま

すので、そういうものが写真必要ないという

方については申請をしないようになると思い

ます。

あくまでも、本人の意志に基づいて申請、

発行をするということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） この点で３回目にな

りますが、例えば私が送られて利用しないよ

というふうになっても、制度そのものは粛々

と進んでいくというふうに理解してよろしい

ですか。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） そのとおりであ

ります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） では、２項目めに移

ります。

社会保障、税、災害対策の３分野である

と、利用はそうなっているということです

が、政府のホームページなどでは民間企業で

利用できますよ、金融機関で利用できますよ

というふうになっておりまして、そうなって

くると表向きと実態とは大分違ってくるので

はないかなというように思うのですけれど

も、美幌町は最終的に音頭を取ってやってい

るわけではないので、我々は法律が決まっ

て、政府がやれ、こういう日程でやれという

ことで、今、予算の審査もしているのです

が、そうなってくるとやはり実態はどうなる

ということをこの際、町民の中に明らかにし

ていく必要があるのではないかというふうに

思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 番号法におけま

す民間企業に関する規定につきましても、法

の中で定めているところでございます。

民間企業におけます個人番号の利用する場

面につきましては、社会保障分野につきまし

ては健康保険組合の実施する事務、それから

企業年金の実施主体が実施をする事務等と

なっております。

それと、税分野に関しましても、例えば給

与所得の源泉徴収票ですとか、退職所得の源

泉徴収票などにマイナンバーを利用するとい

うこととなっております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そういうことで、行

政内部だけで使われるとは限らない中身に

なっていると、広がる、相当の広がりを持つ

のだろうということを一つは覚悟しなければ

いけないなというふうに思っています。

３点目に個人情報の漏洩問題です。最近ベ

ネッセで２,０７０万人の情報の外部持ち出

し、昨年はＹａｈｏｏ！２,２００万人、飛

んで飛んで２０１１年ソニー１億２６１万人

不正アクセスということで、国内でもこれだ

け情報が漏洩するというような状況の中でや

られる非常に漏れやすいというような状況の

中で、美幌町はしっかりやるのだと言っても

なかなか厳しいものがあるのではないかと思

うのですが、名簿管理業務は外部に委託でき

る形になっているのです。最終的に、美幌町

がどうするかは別にして、どこかの市町自治

体などが名簿管理業務を外部に委託すると、

ベネッセも外部に委託をしたところから漏れ

たという状況があるので、こういう点ではシ

ステム上、大きな欠陥を持っているのではな

いかというように思うのですが、美幌町でや

ると、やらざるを得ないということでシステ

ムがこれから作業が始まるのですが、そうい

う点でシステムが完全なものにはなっていな

いのではないかというふうに思うのです。そ

の点ではどうでしょうか、システム上の問題

として。

○議長（古舘繁夫君） 電算主幹。

○電算主幹（河端 勲君） ただいまの御質

問でありますけれども、現状のシステムセ

キュリティーについては、外部に流出の恐れ

のない対応策をとっております。

今回の番号法にかかる情報の流れというの
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は、基本的にうちのサーバーを介するもので

はなくて、先ほど予算説明の中にもありまし

たけれども、中間サーバーというものにアク

セスを行い、そこで個人番号を利用して各情

報を取り入れるという仕組みになってござい

ます。

したがって、そこにも当然、国サイドのほ

うでファイアーウォール等の情報漏洩策は当

然とる予定になってございますので、現時点

でその情報漏洩ということについてはないと

いうことで、国のほうからは通知が来ており

ます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 回数の制限もありま

すので、まとめたいと思うのですが、要はど

この情報漏洩問題でも外部には漏れませんと

いうことをベースにして信用が広がっている

のです。

ところが、その中で漏れているというのが

我々の今、やろうしているシステム構築なの

です。

だから、簡単にどこかのお役所、あるいは

どこかの政治家が考えているように、この制

度は盤石だと言えないものに今、美幌町がか

かわろうとしているということなのだろうと

私は思って、そういう荒さのある制度、便利

だという人もいれば非常に不安だというもの

の中で始まろうとしているのだということだ

けは申し上げておきたいと思います。

もし、この点に関して１００％情報漏れは

ありませんと、自信持ってお答えいただける

のであれば、御答弁いただいても結構なので

すが。そうでないとすれば御答弁は要りませ

ん。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（田村圭一君） 情報の管理の関

係なのでありますが、マイナンバーをつくる

とき、流れとしましては今ある個人コード、

住民コードですね、それを地方公共団体情報

システム機構に通知します。それによってマ

イナンバーが振られるということでありま

す。

それで情報の管理についてでありますが、

例えば私たちの住所、名前、それから生年月

日等がその機構のほうに情報として上がる

と、そちらで管理をするということではなく

て、あくまでも情報の管理についてはそれぞ

れの自治体で管理をする、分散管理という形

でなっております。

国のほうで、マイナンバーの関係でいろい

ろ周知をしているのですが、国が一元管理で

全ての情報を管理するのではないかというよ

うな危惧がありまして、その点に関しまして

はあくまでも各自治体、各都道府県、独立行

政法人等でマイナンバーに関する個人情報に

ついてはそれぞれ責任を持って管理をすると

いうこととなっておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） ３５ページの予防

費の高齢者の肺炎球菌ワクチンの説明があっ

たのですけれども、もう一度、説明していた

だけないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 高齢者の肺炎球

菌ワクチンにつきましては、１０月１日から

新たに厚生省令で指定されまして、それで今

現在、美幌町は平成２４年度から実施をして

おります。

その部分につきましては、今は後期高齢者

のほうで予算を組んでおりまして、今まで

やっている部分につきましてはそのまま継続

しながらやっていくというような形でござい

ます。

そして、今回、新たに……２５年ですね、

申しわけありません、２５年度からやってお

ります。

それで、国よりも先にこちら前倒しをして

美幌町はやっていたのですが、今回、この法

制化されたというようなことで、定期予防接

種になりましたので、この予算を新たに一般
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会計に持ってきまして、そして高齢者特別会

計につきましてはそこを減額するというよう

な形で、こちらの一般会計に振りかえる形に

しております。

それで、今回の改正によりまして、５年刻

みで実施することになります。ですから、こ

れから４年後ですか、には全ての方が対象者

になるというような形になろうかと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） この５年刻みの方

は無料で、無料接種ということなのでしょう

か、公費負担で。

今の方は３,５００円自己負担ありますよ

ね、５歳刻みの方は無料ということですか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今とは方針変わ

りませんので、７,０００円かかりますが半

分の３,５００円を助成する形になります。

今と同じ方法ということでございます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ５歳刻みの方も同

じということなのですか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） そのとおりでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） ２７ページのふる

さと寄附金のことなのです、参考まで。

これは寄附金いただいて、ありがたいこと

だなと思っているのですけれども、ちょっと

勉強のため教えてください。

美幌町民が逆に他町村、市町村含めてこう

いう形でしていったという意味内容というこ

とで捉えてもらいたいのですが、今、年度の

途中なのですけれども、例えば２５年度、こ

ういう関係でこれをすれば控除を受けるとい

う説明があったものですから、地元の控除を

受けるという意味では、逆に美幌町から逃げ

ていくという表現は悪いのですが、表現は悪

いのですよ。そういう関係でどのような、２

５年度を基準にしても、今、２６年途中です

から、どういう形でそこら辺を押さえている

のか、もし押さえているものがあればちょっ

と参考のため、お聞きしておきたいなという

ことがまず１点。

それからもう一つ、ふるさと納税という寄

附金ですか、これに対してお土産というか、

返礼な物をやっていると思いますが、これに

対する寄附金は寄附金の額としまして、これ

に基づいて発生するそのお土産というか、返

礼の品物、支出は今後、今、予算内の範囲内

なのかどうかもありますけれども､今回、年

度途中ですけれども、この２６年度の途中の

補正の話だと受けとめていますので、そこら

辺の支出の関係、そういう意味でこの２点、

勉強のため教えてください。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ふるさと納税制

度ですから、国民の方がどこの町村に寄附を

するかは自由でありますので、美幌町民が違

う自治体に寄附することが当然あります。

ただ、その実態がでは、何人が、どれだけ

寄附しているかというのは承知はしておりま

せん。美幌町がいただいたものについては、

もちろん承知をしております。あくまでも寄

附ですので、そこまでは把握はできません。

それから、２点目の美幌町は当初から特産

品として、お礼という気持ちを込めて特産品

をお送りをしております。

当然、寄附の件数、あるいは金額が多けれ

ば多くなるほど、この特産品の支出経費につ

いてはふえます。

御承知のとおり、平成２６年度は春のアス

パラの特産品では非常に寄附はそういった特

産品を求めてというのは語弊がありますが、

非常にそういう反響が大きくて、非常にたく

さんの御寄付を件数いただきましたので、当

然、支出がふえたということで補正をさせて

いただいたということで、当然、寄附がふえ
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れば特産の支出のほうもふえていくと。

ただ、全額は特産品として出しているわけ

ではございませんので、おおよそ半分以下と

いうのが目安としてあります。

多額寄附金につきましては、半分とかそう

いう額ではありませんけれども、５,０００

円ですと２,０００円から３,０００円の範囲

の中ということで行っておりますので、寄附

があればあるほど、歳入はふえるということ

で取り組んでおります。ＰＲもしておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １点目の話、済み

ません、私が本当に勘違いであれば遠慮なく

御指摘ください。

他町村に寄附した場合、その分、控除を受

ける観点でいえば、私は美幌町で納めなけれ

ばいけない、ある意味の何がしらのうち、例

えば５０万円札幌市にやると、私は単純にい

えばその額に、今、額の話をしたらちょっと

また混乱招きますけれども、その控除を受け

るというふうに捉えたものですから、そうな

ると控除申請、地元に対して、するわけです

から、そういう意味で私は捉えているのかな

という印象を持っていたものですから、そう

いう意味でこの制度がいい、悪いではなく

て、結果として入ってくるものもあるかもし

れないけれども、あえて言えば控除申請とい

う形で控除した総額ぐらいは押さえているの

かなと思ったものですから、勘違いでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） ふるさと納税

は、ふるさと納税をしなければ住んでいる自

治体に税金を納めます。住民税です。

その分をふるさと納税を使うことによって

寄附金控除を受けて、そこの地元に納める税

金を違うふるさとと称するところに移しかえ

るという行為だけでありますので、ただし、

今、たしか２,０００円だけがふえるはずで

す。

寄附、ふるさと納税をやることによって

２,０００円、例えば１０万円税金がかかっ

ていれば、ふるさと納税をやることによって

例えば自分の住んでいるところにも収める、

違うふるさとにも一部を収めるとなると、

２,０００円は増額するのですが、その税を

分けると、自分の住んでいるところに本来は

１００％納税をするのですが、その一部を札

幌市なら札幌市に一部を分けるということに

なるだけの話でありまして、税金を移動させ

るという行為であるので、そこで実際にはふ

るさと寄附金はあくまでも寄附をする自治体

に申し入れをして行うので、美幌町にどこの

町村に何ぼ寄附をしたいという申し入れは当

然ありませんので、そこの把握は困難であり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４１号平成２６年度美幌

町一般会計補正予算、第３号について採決い

たします。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第８ 議案第４２号

○議長（古舘繁夫君） 日程第８ 議案第４

２号平成２６年度美幌町国民保険特別会計補

正予算(第１号)についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ４１ページ、お

開きいただきたいと思います。

議案第４２号平成２６年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算(第１号)について御説
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明申し上げます。

今回の補正につきましては、主に過年度補

助金の確定に伴う返還金、それから社会保障

税番号制度にかかる増額を行おうとするもの

でございます。

平成２６年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算(第１号)は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ２,９３９万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０

億６万円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

５０ページ、５１ページお開きいただきた

いと思います。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、社会保障・税番号制度

の施行に際し対応するためのシステム整備の

ための委託料２９１万８,０００円を増額し

ようとするものでございます。

その下、２款保険給付費につきましては、

財源調整でございます。

３款後期高齢者支援金等につきましては、

過年度分の社会保障診療報酬支払基金の額の

確定に伴う増額補正１２万３,０００円でご

ざいます。

４款前期高齢者納付金等につきましても、

過年度分の社会保障診療報酬支払基金の額の

確定に伴う増額補正１万９,０００円でござ

います。

６款介護納付金につきましては、過年度分

の社会保障診療報酬支払基金の額の確定に伴

う減額補正１５万２,０００円でございま

す。

次のページ、５２ページ、５３ページお開

きいただきたいと思います。

８款保健事業費、１項保健事業費、１目保

健衛生普及費につきましては、予防接種法施

行令の一部改正によりまして水痘、高齢者肺

炎球菌ワクチン接種は法で定期予防接種と定

められましたので、国民健康保険者加入分を

含みまして、国保会計から負担するものでご

ざいます。５３万８,０００円を増額補正す

るものでございます。

その下、エキノコックス検査負担金につき

ましては、一般会計で御説明いたしましたと

おり、検査予定者の増加によりまして国民健

康保険加入分を見込みまして、国民健康保険

会計から負担するもの、その分を１５万９,

０００円を補正するものでございます。

その下、２項特定健康診査事業費につきま

しては、国保連合会の機器更新に伴う健康管

理システムの改修委託料１８万９,０００円

を増額補正するものでございます。

１０款諸支出金、１償還金及び還付加算

金、３償還金につきましては、平成２５年度

補助金等の額の確定による返還金が生じまし

たので、２,５６０万円を増額補正するもの

でございます。

歳出については以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

４８ページ、４９ページ、お開きいただき

たいと思います。

２、歳入についてでございます。

４８ページ、一番上、２款国庫支出金、１

項国庫負担金、療養給付費等負担金につきま

しては、介護給付費負担金の減額４万８,０

００円及びその下、後期高齢者支援金の３万

９,０００円増につきましては、平成２５年

度概算通知による国庫負担分の補正でござい

ます。

その下、２項国庫補助金に社会保障・税番

号制度システム整備補助金につきましては、

補助対象経費、補助率３分の２の額１５４万

２,０００円を増額するものでございます。

４款前期高齢者交付金、２５万９,０００

円の減につきましては、社会保障診療報酬支

払基金から交付される、平成２４年度の前期

高齢者交付金の精算に伴う減額分でございま

す。

その下、９款繰越金、２,８１２万円の増
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額につきましては、今回の補正に伴いまし

て、増額分を前年度繰越金で賄うため、繰り

入れるものでございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４２号平成２６年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算(第１号)に

ついてを採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第９ 議案第４３号

○議長（古舘繁夫君） 日程第９ 議案第４

３号平成２６年度美幌町後期高齢者医療特別

会計補正予算(第１号)についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ５５ページをお

開きいただきたいと思います。

議案第４３号平成２６年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算(第１号)について、

御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、予防接種法施

行令の一部改正によりまして、高齢者肺炎球

菌ワクチン接種は、法で定期予防接種と定め

られましたので、当初予算で後期高齢者医療

特別会計で計上しておりました部分の１０月

１日以降の費用を一般会計へ振りかえるとい

うものでございます。

また、社会保障・税番号制度導入にかかわ

る費用を増額補正するための補正予算でござ

います。

平成２６年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算(第１号)は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳

出それぞれ１６３万３,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億

９,８５９万円とするものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

６４ページ、６５ページ、お開きいただき

たいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、先ほど冒頭で御説明い

たしましたが、予防接種法施行令の改正によ

る高齢者肺炎球菌予防接種の費用の減額補正

でございます。２２９万３,０００円を減額

して、一般会計に振りかえるものでございま

す。

その下、社会保障・税番号制度対応システ

ム作成委託料につきましては、システム改修

による費用６６万円を増額補正するものでご

ざいます。

歳入について御説明いたします。６２ペー

ジ、６３ページ、戻っていただきたいと思い

ます。

一番上の２款広域連合交付金につきまして

は、高齢者肺炎球菌予防接種分７７万円を減

額補正するものでございます。

３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事

務費繰入金につきましては、社会保障・税番

号制度対応システム作成委託料の費用２８万

４,０００円を増額し、高齢者肺炎球菌予防

接種分１５２万３,０００円を減額いたしま

して、あわせて合計１２３万９,０００円を

減額するものでございます。

６款国庫支出金、１項国庫補助金、１目社

会保障・税番号制度システム整備費補助金、

３分の２といたしまして、３７万６,０００

円を増額補正するものでございます。
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以上、御説明いたしました。御審議賜りま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４３号平成２６年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１０ 議案第４４号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１０ 議案第

４４号平成２６年度美幌町介護保険特別会計

補正予算(第１号)についてを議題とします。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ６７ページ、お

開きいただきたいと思います。

議案第４４号平成２６年度美幌町介護保険

特別会計補正予算(第１号)について御説明申

し上げます。

今回の補正につきましては、過年度補助金

確定に伴う返還金等の増額、それから社会保

障・税番号制度にかかる費用の増額を行おう

とするものでございます。

平成２６年度美幌町介護保険特別会計補正

予算(第１号)は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ１,１３２万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６

億６,２９６万６,０００円とするものでござ

います。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

７６ページ、７７ページ、お開きいただき

たい思います。

３歳出について御説明をいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費につきましては、社会保障・税番号制度

対応システム作成委託料として、１２１万

４,０００円を増額補正するものでございま

す。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費、２目施設介護サービス給付費につきまし

ては、財源調整でございます。

５款諸支出金、１項償還金及び還付加算

金、１目第１号被保険者保険料還付金につき

ましては、平成２５年度以前の所得変更、税

額変更があったための還付金として１７万

４,０００円を増額補正するものでございま

す。

２目償還金９９４万１,０００円につきま

しては、平成２５年度介護給付費、地域支援

事業費の精算により返還金額が確定したた

め、増額補正でございます。

歳出については以上でございます。

次に、歳入について御説明をいたします。

７４ページ、７５ページでございます。

２歳入についてでございます。

７５ページの３款国庫支出金、１項国庫補

助金、２目社会保障・税番号制度システム整

備費補助金につきましては、６９万２,００

０円を増額するものでございます。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給

付費負担金につきましては、平成２５年度介

護給付費の精算確定により６５３万２,００

０円を増額するものでございます。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、３目そ

の他一般会計繰入金につきましては、社会保

障・税番号制度システム整備費費用として５

２万２,０００円を増額するものでございま

す。

２項基金繰入金につきましては、国庫負担

金、支払基金交付金、道支出金の増額によ

り、基金から２４８万円を繰り入れ、増額す
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るものでございます。

８款繰越金につきましては、平成２５年度

の繰越金１１０万３,０００円を計上するも

のでございます。

以上、御説明をいたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４４号平成２６年度美幌

町介護保険特別会計補正予算(第１号)につい

てを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第１１ 議案第４５号

○議長（古舘繁夫君） 日程第１１ 議案第

４５号平成２６年度美幌町個別排水処理特別

会計補正予算(第１号)についてを議題としま

す。

直ちに、提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の７９

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第４５号平成２６年度美幌町個別排水

処理特別会計補正予算(第１号)について御説

明申し上げます。

平成２６年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算(第１号)は､次に定めるところに

よる。

今回の補正につきましては、個別浄化槽設

置箇所の確定による工事請負費などの補正で

あります。

この中で、大きなものは浄化槽からの流末

処理に要する費用であります。

当初予算の計上は、全て放流管設置を見込

んでおりましたが、実際の施工では放流先ま

での距離の増、放流先が確保できない等の理

由により、放流管の延長増、さらには浸透枡

を設置したものが６件生じたことによるもの

であります。

このほかの増加要因としましては、資材

費、労賃の増、さらには遠隔地への設置によ

る運搬費の増であります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ４５６万２,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,８

２２万６,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で説

明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、第２表地方債補

正で御説明しますので、８２ページをお開き

ください。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから質疑を行い

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４５号平成２６年度美幌

町個別排水処理特別会計補正予算(第１号)に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

（起立多数）

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第１ 認定第１号から

追加日程第６ 認定第６号まで

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 認定

第１号平成２５年度美幌町一般会計歳入歳出
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決算認定について、追加日程第２ 認定第２

号平成２５年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、追加日程第３

認定第３号平成２５年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、追加

日程第４ 認定第４号平成２５年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

追加日程第５ 認定第５号平成２５年度美幌

町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、追加日程第６ 認定第６号平成２５年

度美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

認定について、以上６件を一括議題としま

す。

お諮りします。

本件については、６名の委員をもって構成

する一般会計等決算審査特別委員会を設置し

て、地方自治法第９８条第１項の権限を委任

し、これに付託の上、閉会中の継続調査とす

ることにいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、認定第１号平成２５年度美幌

町一般会計歳入歳出決算認定から、認定第６

号平成２５年度美幌町個別排水処理特別会計

歳入歳出決算認定までについては、６名の委

員をもって構成する一般会計等決算審査特別

委員会を設置して、地方自治法第９８条第１

項の権限を委任し、これに付託の上、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。

お諮りします。

ただいま設置されました、一般会計等決算

審査特別委員会の委員については、美幌町議

会委員会条例第７条第２項の規定により、１

番新鞍峯雄さん、２番大江道男さん、４番上

杉晃央さん、５番早瀨仁志さん、６番松浦和

浩さん、８番岡本美代子さん、以上、６名を

指名したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました６名の

方を一般会計等決算審査特別委員会委員に選

任することに決定しました。

─────────────────────

◎追加日程第７ 認定第７号から

追加日程第８ 認定第８号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第７ 認定

第７号平成２５年度美幌町水道事業会計決算

認定について、追加日程第８ 認定第８号平

成２５年度美幌町病院事業会計決算認定につ

いて、以上２件を一括議題とします。

お諮りします。

本件については、５人の委員をもって構成

する企業会計決算審査特別委員会を設置し

て、地方自治法第９８条第１項の権限を委任

し、これに付託の上、閉会中の継続調査とす

ることにいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、認定第７号平成２５年度美幌

町水道事業会計決算認定及び認定第８号平成

２５年度美幌町病院事業会計決算認定につい

ては、５人の委員をもって構成する企業会計

決算審査特別委員会を設置して、地方自治法

第９８条第１項の権限を委任し、これに付託

の上、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。

お諮りします。

ただいま設置されました、企業会計決算審

査特別委員会の委員については、美幌町議会

委員会条例第７条第２項の規定により、３番

中嶋すみ江さん、９番坂田美栄子さん、１０

番吉住博幸さん、１１番橋本博之さん、１３

番大原昇さん、以上５名を指名したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました５人の
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方は、企業会計決算審査特別委員会委員に選

任することに決定しました。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をします。

再開を５時４０分といたします。

休憩中に両決算審査特別委員会を開催し、

正副委員長の互選をお願いします。

午後 ５時２２分 休憩

────────────────

午後 ５時４２分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告をいたし

ます。

休憩中に開催されました、両決算審査特別

委員会において、委員長及び副委員長の互選

が行われ、その結果の報告が議長の手元に参

りましたので報告します。

一般会計等決算審査特別委員会の委員長に

上杉晃央さん、副委員長に早瀨仁志さん。

企業会計決算審査特別委員会の委員長に中

嶋すみ江さん、副委員長に吉住博幸さん、以

上のとおり互選された旨の報告がありまし

た。

─────────────────────

◎追加日程第９ 意見書案第９号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第９ 意見

書案第９号釧路地方裁判所北見支部における

労働審判の実施を求める意見書についてを議

題とします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎追加日程第１０ 意見書案第１０号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１０ 意

見書案第１０号軽度外傷性脳損傷に関わる周

知及び労災認定基準の改正等を求める意見書

についてを議題といたします。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎追加日程第１１ 意見書案第１１号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１１ 意

見書案第１１号軽油引取税の課税免除措置の

継続を求める意見書についてを議題としま

す。

これから、本意見書案について、直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり可

決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて別紙記載の提出先に提出することとい

たします。

─────────────────────

◎追加日程第１２ 報告第１１号
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○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１２ 報

告第１１号健全化判断比率について、お手元

に配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１１号健全化判断比率について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１３ 報告第１２号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１３ 報

告第１２号資金不足比率について、お手元に

配付しているとおり、報告書の提出がありま

したので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１２号資金不足比率について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１４ 報告第１３号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１４ 報

告第１３号放棄した債権の報告について、お

手元に配付しているとおり、報告書の提出が

ありましたので、お聞きすることがあれば許

します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１３号放棄した債権の報告につ

いては、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１５ 報告第１４号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１５ 報

告第１４号平成２５年度教育委員会の主な事

務の管理及び執行状況の点検・評価の報告に

ついて、お手元に配付しているとおり、報告

書の提出がありましたので、お聞きすること

があれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１４号平成２５年度教育委員会

の主な事務の管理及び執行状況の点検・評価

の報告については、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１６ 報告第１５号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１６ 報

告第１５号専決処分の報告について、お手元

に配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１５号専決処分の報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１７ 報告第１６号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１７ 報

告第１６号例月出納検査報告について、５月

から７月分まで、お手元に配付しているとお

り、報告書の提出がありましたので、お聞き

することがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１６号例月出納検査報告につい

ては、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第１８ 議員の派遣について

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１８ 議

員の派遣についてを議題とします。

お諮りします。

議員の派遣については、お手元に配付した

印刷物のとおり派遣したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本件は派遣することに決定し

ました。

─────────────────────

◎追加日程第１９ 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１９ 閉

会中の継続調査について、各委員会からお手
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元に配付した印刷物のとおり申し出がありま

したので、これを承認することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申しのとおり承認

することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本定例会に付議されました案件は全て終了

しました。

したがって、会議規則第７条の規定によ

り、本日で閉会したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定いたしました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 会議を閉じます。

これで、平成２６年第３回美幌町議会定例

会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ５時４９分 閉会
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